


 

ஜ化する地域医療構想 
Ტ名古屋・尾張中部構想区域を考えるᲣ 

 
協˟ и˟ᧈ 

ᅈ˟医療ඥʴ名古屋ᚡࣞᝠׇ 

名古屋ᚡࣞ病院 

ྸʙᧈ ٽဋסබ 

 
 28 ƞれたことをうけ、今後は各ᣃᢊܭჄで地域医療構想がሊࡅまでにすべてのᣃᢊࡇ࠰

Ⴤにて地域医療構想のᢋにӼけたӕኵを進めていくことが求められることになる。ҽဃіႾࡅ

は、今後の医療計ဒのᙸႺしや地域医療構想のਖ਼進のˁ૾に᧙して౨᚛するため、 28 ࠰ 5 உ

Ǒり医療計ဒのᙸႺし等に᧙する౨᚛˟を͵し議ᛯしてƖた。そのኽௐをうけ 29 ࠰ 3 உ 31
ଐ˄でž医療計ဒにƭいてſという医政ޅᧈᡫჷを各ᣃᢊࡅჄჷʙܮてに発出したᲢ医政発 0331
ᇹ 57 ӭᲣ。今後、各ᣃᢊࡅჄでは、このᡫჷにЩって医療計ဒのᙸႺし˺ಅを進めていくこととな

る。 
このᢅᆉの中で、地域医療構想ᛦૢ˟議の議ᛯの進め૾に᧙して、ҽဃіႾの౨᚛˟で出ƞれ

たɟ部૰がࡽƖとなり、ž 29 中に各病院の機能分化・連携もしくは転換にƭいてφ体ࡇ࠰

的にൿܭしなければならないſというᛚᚐが、行政、病院᧙̞ᎍに࠼まった。しかし、これはᛚᚐ

であるଓ、ʙ実᧙̞をଐஜ医療ඥʴ協˟ニȥースの最ૼӭᲢ 29 ࠰ 5 உ 1 ଐӭ・No395Უに݃

ᆜしたので、ᐻԛのある૾はこƪらもӋༀいただƖたい。 
それはƞてƓƖ、今後、各構想区域で、地域医療構想ሊܭǬǤȉȩǤȳのž医療機᧙の自ɼ的な

ӕኵӏƼ医療機᧙Ⴛʝの協議にǑり、病床の機能の分化ӏƼ連携等にǑるݩஹのあるべƖ医療提供

体制を実現するſというឯଓにؕƮƖ、各医療機᧙の協議が行われていくことになるわけである。

しかし、ᅶの病院の存在する名古屋・尾張中部構想区域は、今後どのǑうにᛦૢを行なっていけば

いいのか、ႏႸᙸ࢘もƭかない。 
そもそも、構想区域としてٻƖすƗることからᛅし合いを始めǑうにも簡単には進まない。ʴӝ

243 ɢʴをឬえるଐஜでもஊ数のȞȳȢス構想区域である。既存病床数は 22,000 をឬえ、病院数

は 137、ஊ床ᚮ療も 130 も存在する。これらの医療ᚨの᧙̞ᎍがɟؘに˟してᛅし合うことな

ƧПࡁɧ可能に࣬える。しかし、今後、これらの病院の機能を 2025 Ტ࠰ 37 、ᲣにӼけて࠰

᭗ࡇ急性期・ɟᑍ急性期・回復期・ॸ性期に、ᢘЏに機能分化ƞせていく必要がある。 
図 1 に地域医療構想にܭめられた各機能の病床数をᅆす。既存病床数とൔ᠋して、μ体の病床数

はほǅ್ばいᲢţ483 床Უであるが、᭗ࡇ急性期は 3,720 床のถݲ、ɟᑍ急性期も 1,171 床のถݲ、

回復期が 5,450 床のف床、ॸ性期も 1,042 床のถݲとなる。現在、᭗ࡇ急性期、ɟᑍ急性期として

届け出をしている病院が 5,000 床ほど回復期に転換する必要がある。5,000 床とくとȔȳとこな

いかもしれないが 300 床の病院で 17 病院、100 床の病院なら 50 病院が、急性期から回復期に転

換するということで、そのᩊƞが想でƖるだろう。ॸ性期がすでにᢅйというໜも、ほǜとう

にそれでいいのかᐮ床しているᎍとしてはွ問にज़ơる。尾張中部がԃまれたことでॸ性期病床が

ᢅйとなったわけであるが、ӷơ構想区域の中でも地域の͞在を考ॾしていく必要があろう。 
図 2 が、現在の病床の届け出数をᅆす。現在のᨼ中療ܴ等のཎܭ病床数と 7：1 の届け出病床
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数の合計が、すでに 10,500 床ほどあり、10：1 以下の病床数がすべて回復期に転換すれば、数の

上では帳尻は合うが、現在 10：1 でしっかりとした急性期機能を担っている病院も地域には数多く

あるのが実情である。そう簡単にはいかないだろう。 
今後、各病院が、自分がやりたい医療ではなく、地域の他の病院の状況等も把握し、いかに地域

のニーズに合わせて自院の機能を真剣に考えていくかが問われることになる。最後まで、機能分化

と連携がスムーズに進まない場合、行政が強権を発動する可能性もある。我々は、自発的に地域が

求める医療提供体制を構築していくために、真剣に協議し始めなければならない。 
 

  
 
図 1 名古屋・尾張中部構想区域の既存病床数と必要病床数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 名古屋・尾張中部構想区域の現在の届け出病床数 
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在ܡ医療のΪ実をめƟして 
 

協˟ ྸʙ 

医療ඥʴ࿎࣎˟ บᡀ病院 

                         ྸʙᧈ บ᩹ʂ 
 

はơめに 
今࠰ บᡀ病院はƓかƛƞまで院 55 ԗ࠰のራႸの࠰をᡇえることがでƖました。 

ଯԧ 3� であるบΨが、፦ාထ᧓に医༵ࠖ、࠰ 1 名Ⴣᜱࠖ 1 名でಅしたݱƞな医院は、現

在ᎊʴ̬ͤᚨ、ᚧ問ჃᜱスȆーǷȧȳ、ͤᚮǻȳǿー、ཎКᜱᎊʴțーム、፦ාထȇǤǵーȓ

スǻȳǿー、ǱǢȏǦス、ǰȫーȗțームを́ᚨするบᡀǰȫーȗとして地域のႏಮとσにഩǜで

Ɠります。3 Эに༵が他မし、地域医療ɟሂにဃƖたᢊのりをͧƼƭƭ、ોめて協˟のႏಮ、地࠰

域のႏಮや᧙̞ᎍの૾々のƝਦݰƝ協щに࣎Ǒりज़ᜓをဎし上ƛます。 

Ჶ 29 ࠰ 4 உบᡀǰȫーȗᎰՃᨼ合ϙ真Ჸ 
 
1Შࠝにधᎍƞまの٣をƖく存在でありたい 

ʧƖ༵は、かƭてᚮ療がኳわっても࠙ろうとしない᭗ᱫのधᎍƞまのۋから、Ɠ݃࠰りが࣎ܤで

Ɩるއ場で、៲ϋのǑうなภかいʼᜱを提供する必要性をज़ơ、のǴーȫȉȗȩȳにέがけཎ

КᜱᎊʴțームをᚨいたしましたᲢΨ࠰Უ。 � 、のᎊʴ̬ͤᚨ࠰ 22 のͤᚮǻ࠰

ȳǿーもӷơǑうにधᎍƞまの٣ありƖでɟഩƣƭഩǜだኽௐ、今ଐのบᡀǰȫーȗが࢟ᡯられま

した。 
でのჃӕりがɼ්であったˊᲢଯԧИ期Უからଯԧࡊܼ 50 に病院でのჃӕりがᡞ転しؾを࠰

8 лをឬえるまでになりました。2025 ˊのɭجにはׇ࠰ 800 ɢʴが 75 ബ以上となるឬ᭗ᱫ化問᫆

がもうႸのЭまでஹていて、病院でのჃӕりが病床数のᨂမをឬえるとʖ想ƞれます。在ܡ医療の

必要性はଐをᡙうƝとに᭗まりƭƭあります。บᡀ病院にも、धᎍƞまの在ܡǵーȓスをもっとΪ

実してほしいという٣をたくƞǜいただくǑうになりました。 
 

2Შžʼᜱʖ᧸・ဃૅੲſというૼしい̅ԡ 
 24 回復期ȪȏȓȪȆーǷȧȳ病床を、࠰ 24 床ᆙƞせました。ƞらに、今࠰ 7 உǑりžと
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愛知県医療法人協会報2017  No.235 3



ƖどƖλ院ほǅ在ܡſをȢȃȈーに、在ܡでは療ᩊになった૾のໝに地域ѼਙǱǢ病床をᆙ

し、ɟᝦሥྸが出ஹるؾƮくりを進めています。3 உ、4 உでࠝѮ医ࠖを 3 名فՃしஉ୴から

୴のそれƧれҜ後にࠝѮ医ࠖがƝ自ܡに˨い、ƞらにᚧ問ȪȏȓȪ、ᚧ問ჃᜱにƓいてはஉ୴から

が可能となりました。ᅶは、1ࣖݣ୴ଐᲢኳଐᲣのם ᠀ 1 ᠀ᚧ問ᚮ療にうかがう、55 Эの༵の࠰

でܡᩊになった૾、自が࣬いឪこƞれてなりませǜ。᭗ᱫとなりᡫ院がۋ 1 ଐでもながくらし

たい、それでもบᡀ病院にかかりたいと࣬ってくだƞるधᎍƞまにし、病院でࢳっていては分か

らないဃのƝಮ܇をज़ơることが多くあります。また、༵ がٻЏにした医ࠖとしての強い̅ԡも、

ોめてज़ơているഏᇹでもあります。 
現在、地域の医療・ʼᜱಅѦに携わるႏಮとʩ්をขめるために、3 かஉƓƖのᇹ 4 ൦୴ଐにʩ

්˟をƪたǜƪǎᲢჷ多ʴᲣȕǩーȩムと名˄けてॖᙸʩ換˟を͵しています。Ტ今ࡇ࠰は、8�23・
11�22・1�24 Ҝ後 2 Ǒり 3 Ҟまでの 90 分をʖܭᲣ 

 
Ɠわりに 

にもǈはまっこٳり以中ഥとなってƓりますが、፦ාは、ກ࠰りがここ数地区でのກ࢘

ᲢǈかǜᲣ、᧓のり、えƼせǜ場、᧓܇ڡ、שٻȗȭȈーȊȡȳȈも行われるǴȫȕ場、፦

ාǵーǭȃȈ・・・そしてϤにはȕǰ૰ྸと名ငԼ、ᚇή地も数々ƝƟいます。ήଢۦな፦ාထ

にɟࡇឱをƓᢃƼくだƞい。᧓שٻのᡈく、ဋטが࠼がるɟᚌにኖ 15,000 のบᡀǰȫー״

ȗはあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ჶ 3  ภඡのЪにыᲸټに࠰
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ʴဃ৵りᡉし地ໜ ׄ૾ޛᛅ 
 

協˟ ʙѦ部˟ ۀՃ 

医療ඥʴʶ医˟ 

あいƪȪȏȓȪȆーǷȧȳ病院 

                         ʙѦ部ᧈ ޛӝ।ʍ 
 
ൢ˄けば 40 ˊのҞばをᡇえる࠰になりました。まだまだ、ᒉいൢਤƪでいてもᐃも出て、᭟の

ൗもᕓくなり、最ᡈでは、病院の᨞െのଞりᨀりでもऒЏれしてƖます。ǢȫǳーȫのǈすƗは

ᑣくないʙは分かっていながら、ɟଐのƝᙔ፦とଐୌᣏするʙがɟのಏしǈとなっています。 
ƞて、そǜなᅶもਰりᡉるといろいろなኺ᬴をƞせて᪬Ɩました。 
ᒉかりし᪭は、ȈȨǿ᧙連˖ಅで自動のǪーȈȞȁȃǯȈȩȳスȟȃǷȧȳᲢ$7Უをᙌᡯして

いる˟ᅈにѮめƞせて᪬Ɩました。Ѯዓ࠰数としては 2 たりのᙌԼの̾数ሥ࢘ᆉでしたが、᧓࠰

ྸ、ɧᑣԼを発ဃƞせるʙがኵጢとしてどれᆉの̮᫂をڂうʙかとӡƖᡂまれました。また、46
といわれるǑうに、ૢྸ・ૢ᪶・ฌ・ฌੈがᑣឋなᙌԼ˺りとܤμなᎰ場ؾを˺るには˴Ǒり

もٻЏであるʙも៲に˄けƞせて᪬Ɩました。 
 

 žӐのരſそれが、ᅶを医療のಅမǁݰかせました。 
20 ほどЭ、自៲がᒉくԗりがᙸえていなかったのか、それともᅈ˟的に˴ʙにƭけてもɭ᧓の࠰

ጉりがǏるかったのか分かりませǜが、こǜなにಏしいଐ々がଐዓけばいいのにと࣬うほど、Ӑ

ʴとᣒをʩわしᬔᰦᬳƗしていたʙを࣬い出します。それは、ӐʴのɟʴがžၶſにǑってʧくな

ってからٻƖく٭わりました。 
今でもその᪭のଢᄩなྸဌをᛟଢするʙはᩊしいですが、自分の中でž医療のᢊに進もうſとᚕ

うൢਤƪが急ນに᭗まりました。ᎰᆔはӐʴの᧭病ဃをᙸᎥƖしてྸܖ療ඥٟとൿめました。 
その᪭、ग़ჷჄにはٸ᧓のȪȏȓȪȆーǷȧȳఄが 1 ఄありました。ܖٻဃ、ᅈ˟ʴを中࣎

にӖけλれているఄܖです。  
࣬いᇌって 10 ȶஉ後にᢃᑣくλܖをƞせて᪬くʙがでƖました。ଐ中は 7 ᪭に病院ǁ出Ѯし

て、ٸはఄܖǁ行Ɩ࠙ܡは 23 ᪭というဃが 4 ̨、᧓ዓƖました。自分でᢠ৸したʙもあり࠰

にᚕうΪ実したဃをᢅƝすʙが出ஹました。実ज़したのは、ᅈ˟ኺ᬴をしてから自分のʴဃをൿ

めていくʙも自ࠁᝧ˓というᚇໜからもᑣいǑうに࣬います。 
 
ȩǤǻȳスӕࢽ後は、Ѯめていた医療機᧙ǁദࡸにλᎰƞせて᪬Ɩました。Ѯめた医療機᧙のኺ

փᎍはž医療はᅈ˟の᩼ࠝᜤ、ɟᑍࠝᜤをਤてᲛᲢधᎍႸዴにᇌって考えろᲣſž出ஹないʙを考え

るのではなく、ڦ˴したら出ஹるのか考えろſとᚕうᚕᓶがӝၸで、Ɠᨏとᐮ床場᩿だけではなく、

ಮ々なಅᆔの૾との出˟いの中でもそのʙを᪽ࣞにƓˁʙをƞせていただくʙでɧ࣬議とό๖に

進ǉʙをኺ᬴ƞせて᪬Ɩました。ൢ˄けば、ᅶのˁʙも病院ѮѦから在ܡᚮ療ǁ٭化していƖ、ಅ

Ѧϋܾも、धᎍとɟݣɟのȪȏȓȪから、地域ૅੲʙಅや行政のͤૅࡍੲ˺りなどˁኵǈ˺りǁ٭

わっていƖました。が、地域݅ბとႮǜにᚕわれるಮになった᪭には、ٸ᧓ࣖݣᚧ問ʼᜱʙಅ、

24 ᧓ܭ期߹回᨟ࣖݣᚧ問Ⴣᜱʼᜱʙಅなどᙀяをဇしてʙಅのᇌƪ上ƛなどもኺ᬴ƞ

せて᪬Ɩました。ദႺ、ᙀяでទλしたཋԼのሥྸとဇᡦ制ᨂなどளが多く、˟計Ⴓ௹Ճのᛦ

௹はൢがᢒくなるほどӈしく、ᆋを̅わせて᪬くʙのᝧ˓をኺ᬴ƞせて᪬Ɩました。 
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現在のᅶのࢫлは、病院やᚮ療、ܡއǵーȓスのᢃփとඥʴμ体のȪȏݦᧉᎰのሥྸಅѦがɼ

なѮめです。࢘И࣬い੨いていたᐮ床の場からٻƖくᩉれてしまいました。࢘のƝとくᛢ᫆も

多々ありଐ々ᡙわれているଐです。ᅶ自៲のщはまだまだ発ޒᡦ上中ですが、࠳いにも、スǿ

ȃȕの自ᇌࡇが᭗く、˟議やȟーȆǣȳǰをᡫơてྸᚐのσஊを図りながら進めていくʙで、これ

までにٻƖなʙやඥ的なȚȊȫȆǣーをӖけることなくᢃփでƖているʙは۹しいᨂりです。 
これからͤࡍが̬たれれば、これまでѮめたӷơ᧓くʙがでƖます。ഏの 20 はどǜな自࠰

分に٭わっているのか。ȯǯȯǯする࠰ᱫでもありませǜが、ਰりᡉったにϐƼ࣬い出ᛅがでƖ

るኺ᬴がᆢめれば࠳いです。 
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žܼଈだからこそٻЏにしたい 
ᨂられた᧓ſ 

協˟ Ⴣᜱ部˟ и部˟ᧈᲢሥྸᏋᲣ 

ᅈ˟医療ඥʴ名古屋ᚡࣞᝠׇ 

名古屋ᚡࣞ病院 

                         Ⴣᜱ部ᧈ ᙱΨҘˊ 
 
᭗ᱫˊをᡇえ、ʼᜱの問᫆がᅈ˟的問᫆とƞれるǑうになりҗ数࠰がኺᢅしています。ᅶのɲ

ᚃは 82 ബで、これまでにᘐは数回しているもののܦしています。その後はʼᜱを必要とする

こともく、とてもΨൢで、にʈりᝰいཋǁ行ったり、ᡈでလを͈りܼࡊᓔטを行うなどΪ実

したଐをᡛっています。 
ᅶのܼのᡈ˰ൟは、ΨൢなƓ݃࠰りばかりだったため、今までᅶはʼᜱに˴の問᫆もज़ơƣに

ଐ々のဃをᡛってƖたǑうに࣬います。しかし、数࠰Эから᭗ᱫ化がьᡮし、ᡈの૾々からžƓ

༵ƞǜが病ൢになってからݏたƖりになり、ᛡも᩿͂をᙸるʴがいなくてᅶが᪴張ってʼᜱしてい

る。ஜ࢘に٭ٻで。ɟʴでは˴かと٭ٻですǑ。ſžɟࡇどこかがफくなるとᑣくならない。˴かあ

るとႺƙに急をԠǜでしまう。ᡈにᡕषをかけているでしǐうƶ。ſとのᛅもᎥくǑうにな

りました。これらのᛅ᫆でᅶ自៲ൢƮいたことは、᭗ᱫۡپだけのဃはஜ࢘に٭ٻだということ

です。我がܼは、ஊᩊいことにɲᚃがΨൢであり、ᅶがˁʙにࣞݦでƖるǑうにɲᚃσにいƭもᅶ

をૅੲしてくれていることにज़ᜓしています。 
 2 உ下କ、ˢ༵のɤ回࣐ඥ要の、žあれっ、Ტ༵のᲣΨൢがないƶ、どうかしたのかなſと、

のڻ 3 ʴでᛅをしていました。後ଐ、やはり༵は体ᛦがफく、žൢ分がफいから病院に行ってஹる。ſ

とᚕい、出ੑけて行Ɩました。༵はいƭものǑうにӖᚮがฎめばすƙに࠙ܡでƖればと࣬っていた

Ǒうでしたが、ች௹が必要とのことで౨௹λ院となり、࠙ܡでƖませǜでした。λ院後、ಮ々な౨

௹を行いました。ɼ医からžᏐのうがǜでスȆーǸðの期がǜ、फ性です。ſとஜʴをԃめた

ܼଈμՃがܳԓをӖけました。あまりにᘔએ的でᭃƖました。現在 82 ബで、žଐ᪭ǑりΨൢだから

̸は 90 ബまでは᪴張れるな。ſとᚕっていた༵の٣を࣬い出すとӷにžえっ、ஜ࢘に。Ψൢだっ

たのに。あと 1᳸2 ȶஉが˷ԡなǜてſ、̮ơられないʙ実をˡえられ、ᭃƖのあまりにܼଈμՃ、

自にが出ていました。ᅶは、すƙにൢਤƪをЏりஆえて、今までᅶのためにᑥ々としてくれた

のだから、今ࡇは༵がしてഒしいと࣬うことを、ᅶがでƖるᨂりの᧓を̅って༵のշƿことをし

Ǒうとൿめました。これまでჃᜱࠖとして多くのधᎍƞǜ、ܼଈをૅえてƖたᅶでしたが、実ᨥに

自分のܼଈに˴がでƖるのだろうとかなりपǈました。ˁ ʙをしている中でどのǑうに᧓を̅え

るのか、、ڻの協щはどこまでなのか等々いろいろと考えました。ዌݣに在ܡでჃӕりをと考え

て、情إӓᨼにでかけแͳをბ々とすすめていましたが、༵にžܼに࠙りたいでしǐ。แͳしǑう

か。ſというと、ž病院がいい。ſとॖٳなሉえにᭃƖました。ଐにଐにࢊっていく༵は、ž病院にい

たい。ٳ出も࣬うǑうに動けないし、体がᠲいから。ſとᚕい、病院にいることの࣎ܤज़をˡえら

れたᅶはक़としました。病ܴにơこもり、ٳမからᢚૺƞれている状況をあえてᢠ৸するとは

࣬っていませǜでした。 
 あるଐのҜ後、༵からᆳžɟܼࡇに࠙ろうか。ſとの٣に、ᅶはշǜでžそうだƶ。᪴張って

࠙ろう。ໜや体にƭいているȁȥーȖもਤって。ٻɣپ、ᅶがμ部でƖるから。ſとᚕい、ʙ
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ɟ的ですが 3 ȶஉƿりに࠙ܡすることがでƖました。ܼではƣっとᐬ床していましたが、ܼଈに

とって自ܡでᢅƝすことのでƖる最期の 5 ᧓かと࣬うと、とてもஊॖ፯な᧓をᢅƝすことがで

Ɩたと࣬います。 
 ༵とܼଈの᧓がᨂられてしまった今、˴がでƖるかኧ中です。ʴのԡのኳわりが˴なのか

もɧଢです。すでにܳԓ期᧓はࡨᧈしていますから。ᅶなら・・・を考えるのではなく、༵にとっ

て担とज़ơƣに、༵ がஓǉことをኧしながらܼଈɟɺとなってٻЏな᧓をᢅƝしていけるǑ

うに、Ⴣᜱࠖとして、ېとして᪴張ろうと࣬っています。 
 ᛡしもがᡇえるžɲᚃのരſをいかにӖけλれ、ࣖݣしていくことがᩊしいことなのか៲にしǈ

てज़ơました。このኺ᬴を今後のჃᜱにጟƛていƖたいと࣬います。 
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ჃᜱሥྸᎍがΨൢでǤǭǤǭとƖ始め

たこの 1  。でした࠰
協˟ Ⴣᜱ部˟ ɟᑍᏋ ۀՃ 

ᅈ˟医療ඥʴग़ဃ˟ 

ዮ合上ဋᇹɟ病院 

                         Ⴣᜱ部ᧈ ጃဋ૨܇ 
 
ᅶは 27 ࠰ 3 உ 21 ଐから࢘院のჃᜱ部ᧈにݼ˓して、2  。がኺƪました࠰

ᅶは 9  。療ඥ、現在もțȫȢȳ療ඥを行っていますܖЭにʐがǜとなり、ᘐや化࠰
Ⴣᜱ部ᧈになるЭは、ٳஹࠖᧈとしてӍ、がǜǵȐǤȐーとしてがǜधᎍに݃りชい、࢘院のžʐ

がǜधᎍ˟ſやžʐがǜधᎍ˟ :LWK<oX 名古屋ſでȕǡǷȪȆーǿーࢫを行ったり、žʐがǜƝ

地ǫȕǧſで体᬴ᛩをᛅす等、ᆢಊ的にૅੲする動を行ってまいりました。ʐがǜになった࢘

は、Ⴣᜱ部ᧈになるଐがஹるとは࣬ってもいませǜでした。でも、Ꮀ場をᠴめƣに復࠙し、ˁ

ʙをዓけることがでƖたから今があると࣬っています。だから、࣎ܤしてᎰ場復࠙でƖるǑうに、

復࠙しやすいؾの提供とᎰ場のスǿȃȕのǵȝーȈがٻЏだと実ज़しています。今のᇌ場だか

らでƖるૅੲをᆢಊ的に行い、Ɩዓけられる病院をႸਦしていƖたいと࣬っています。 

ƞて、Ⴣᜱ部ᧈになり最ИにൢƮいたこ

とは、ჃᜱሥྸᎍᲢࠖᧈ・ɼ˓ᲣがΨൢで

ǤǭǤǭとˁʙをしていない、自ᇌでƖて

いないことでした。どのǑうにʴᏋを

行ったらᑣいかにƭいて᪽をपませてい

た、ிʮで͵ƞれたჃᜱሥྸᎍᄂ̲に

Ӌьしてჽဋᅵஒέဃと出˟いました。ჽ

ဋέဃは医療機᧙をݣᝋとして求めるʴ

のဇやჃᜱ部ᧉの性化にӼけたˁ

ኵǈƮくりのため、Ȇǭȃǯスఇࡸ˟ᅈをᚨᇌƞれました。ჽဋέဃに࢘院のჃᜱሥྸᎍをΨൢ

にǤǭǤǭとくことがでƖるǑう協щを̔᫂し、 28 のࡇ࠰ 1 院のჃᜱሥྸᎍに࢘、᧓࠰

ᚸでした。୍െ、ɟደڤし実してもらったჃᜱሥྸᎍᄂ̲、ȊȩȆǣȖᄂ̲はӋьᎍからはݣ

にᄂ̲をӖけることがない他部ፙのჃᜱሥྸᎍとの情إʩ換がૼᮗで、考え૾やपǈ等の情إσ

ஊが出ஹてᑣかったとᚕうॖᙸも多数Ꭵかれました。院ٳᄂ̲もμてのჃᜱሥྸᎍがӋьでƖる

わけではないため、院ϋᄂ̲として等にᄂ̲をӖける機˟を提供することがでƖてᑣかったと

࣬っています。Ѹᛯ、ʖยしたௐもありました。 
ᅶはέဃとスǫǤȗ᩿ᛩをஉ 1 回実し、ಮ々なႻᛩをしていますが、ཎにᑣかったことは、

ჃᜱࠖဇȑȳȕȬȃȈをૼᙹ˺するᨥに、ჽဋέဃのこれまでのы̊と࢘院の求めるჃᜱ

ࠖဇをᦷǈたᢘЏなǢȉȐǤスにǑり、とてもឱするჃᜱ部ဇȑȳȕȬȃȈがܦしたこ

とです。 
 29 Ǒりʖยƞれるјௐのȏーȉȫは᭗くなりました࠰もዒዓすることがൿまり、ମࡇ࠰

が、しっかりとした̮ࣞをਤって行えば、いƭか実をኽƿことがでƖると̮ơています。最後に、

いƭもჃᜱ部に協щして᪬けている病院にज़ᜓしています。 

寄稿

愛知県医療法人協会報2017  No.235 9



 書評 

 

 

 
医療供ዅ政ሊの政ሊᢅᆉ 
地域医療計ဒの࢟・ൿܭ・実ᢅᆉと政ሊのܾ٭ 

 中ଢࢠᓸ ӷӐ 2017 ࠰ 1 உ発行 
 

協˟ ࠝ˓ྸʙ 

医療ඥʴᬐࣈ˟ 

߷ஜɟဏ 
 

このࡇ、ग़ჷჄ医療ඥʴ協˟の問であり、ᅈ˟医療ඥʴ名古屋ᚡࣞᝠׇ

問、ଐஜᅦᅍܖٻܖٻ院医療・ᅦᅍȞȍǸȡȳȈᄂᆮᅹ中ଢࢠ൞ 2
ώႸの単ᓸであるஜが発行ƞれた。このஜは、ž地域医療計ဒſをɼ᫆とした

ൔ᠋政ሊᢅᆉᄂᆮである。ᓸᎍはᚮ療のᇌƪ上ƛに始まり、医療ඥʴやᅈ

˟ᅦᅍඥʴのᢃփにᧈ࠰たƣƞわってƖた実Ѧኺ᬴のある政ሊᄂᆮᎍである。 
ஜ૨にあるǑうに、žཎܭの政ሊが、なƥ、どのǑうに࢟・ൿܭ・実現ƞ

れたのかſという政ሊ自体に᧙࣎がある。そしてその政ሊᢅᆉのうƪ、いƭ、

どこで、どのǑうに、Ȝǿȳをせば中ݱ病院にとってஓましい政ሊをࡽƖ

出せるのかᲹſをଢらかにすることᲧこれがᛢ᫆である、とある。ཎに地域

医療計ဒでは中ݱ病院にとってʴɧឱ等の問᫆がឪこり、その後の病院ኺփにもࢨ᪪がでた。Ү

ᝋにസったᇹî部では、1985 要求があったにも᧙わらƣ、地域医療計ဒにࡑ以ᨀも病床ᙹ制ગ࠰

Ǒる病床ᙹ制は 5 回の医療ඥોദをኺてますますችጁ化・ኬ分化ƞれ、しかも病床ᙹ制にьえて医

療ᚨ化・機能分化政ሊ、体ኒ化政ሊǁとܾ٭していく。医療計ဒの政ሊϋܾがなƥどのǑう

にܾ٭したのか、政ሊはどのǑうなᢅᆉをたどって࢟・ൿܭ・実ƞれたのか、そして政ሊǢǯ

ǿーはどのǑうに᧙わったのかをଢらかにしǑうとしている。 
このஜでは、政ሊᢅᆉを Ĭ政ሊؾ、ĭǢǯǿーᲢ政ሊ実行の᧙̞ᎍᲣ、Į政ሊకの 3 構ᡯでޖ

ਵえているのがཎᑥである。政ሊؾとは、政・ኺฎ・ᅈ˟で構ƞれるž供ዅࠊ場ſであり、

Ǣǯǿーとは政ሊ᧙̞ᎍ、ƭまり、žݦᧉᎰ政ሊǳȟȥニȆǣſをਦし、政ሊకとはᲢ医療のᲣžݦ

ᧉ政ሊకſであり、政ሊᢅᆉのɼࢫとなる。ཎにこのஜは、医療ݦᧉᎰ政ሊǳȟȥニȆǣにໜを

と࢟ᧉᎰ政ሊǳȟȥニȆǣのݦ医ࠖ˟からなる・ܫてたИめての政ሊᢅᆉᄂᆮであり、医ኒ২࢘

化・機能をଢらかにしている。Ǳースï、ð、ñの分ௌኽௐでは、政ሊϋܾは病床ᙹ制ĺْߐ

分化Ქ病床ᙹ制ĺ体ኒ化ᲥᲢ病床ᙹ制Რ機能分化Უとܾ٭したとある。これは現在の病床機能إԓ

制ࡇにƭながっている。 
このஜは、医療供ዅ政ሊのܾ٭を 4 ƭの政ሊとしてਵえたИめてのᄂᆮである。ငಅ̬ᜱ政

ሊ、ငಅ構ᡯો᪃、計ဒ行政、医療ᝲ৮制政ሊに区分していることは今までにはなかった。また、

多くの政ሊᢅᆉᄂᆮは、政ሊの࢟・ൿᢅܭᆉをᡙいかけるものでいわばॖ࣬ൿܭ問᫆である。し

かしこのஜでは、政ሊがどのǑうに実ƞれᚸ̖ƞれܾ٭していくのかをᡙいかけ、政ሊ転換まで

もݧᆉにλれている。 
今後、医療供ዅ政ሊμ体ǁのɟᑍ化や医療ݦᧉᎰ政ሊ等ƞらなるʙ̊をᆢǈƶることが必要で、

Ǒり多くのǢǯǿーが政ሊᢅᆉにӋьする制ࡇを構築する必要がある、と最後にᡓべている。 
᩼、このஜをӋ考に政ሊᢅᆉにᐻԛをもƭ実Ѧܼの૾がفえて、病院ኺփがܭܤ的にでƖるǑ

うになればいいと࣬う。 
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 29  ˟ዮ˟・ᚡࣞᜒ˟・টᚃܭࡇ࠰
 

 29 、ዮ˟はܭࡇ࠰ 29 ࠰ 5 உ 11 ଐᲢஙᲣҜ後 3  5 分Ǒり、ग़ჷჄ医ࠖ˟ 地

᨞ ͤࡍᏋᜒؘにƓいて行いました。ദ˟Ճ数 1�2 名中、出ࠗᎍ 27 名、ۀ˓状提出 88 名の

合計 115 名にƓいてዮ˟はᇌし、ž 28 ถ計فༀᘙӏƼႩ計ምᲢദԛᝠငݣ͈ ࡇ࠰

ምᲣに᧙し১ᛐを求めるˑſにƭいてݙ議を行い、১ᛐ可ൿƞれました。  
           
ᚡࣞᜒ˟は、ӷଐҜ後 3  45 分Ǒり、ӷ˟場にƓいて行いました。 

ᅈ˟医療ඥʴ協ԧ˟ ྸʙᧈ・ɟᑍᅈׇඥʴଐஜ医療ඥʴ協˟ ˟ᧈ ьኛጛༀ൞にž最ᡈの医

療制ࡇો᪃とൟ᧓病院のࢫлſをȆーȞにƝᜒいただƖ、72 名のӋьᎍがありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               ᚡࣞᜒ˟ ᜒࠖ 

˟ᧈ ʟ ܨ                 ьኛጛༀ൞ 

                                          
টᚃ˟は、ӷଐҜ後 �  00 分Ǒり、中ଐȑȬスžǯȪスǿȫの᧓ſにƓいて行いました。 

ஹខ 9 名にƓឭしいただƖ、˟Ճから 43 名のӋьがあり、Ⴎ˟のうƪにኳʕしました。 
 

Ჶஹខの૾々Ჸ 
ிෙ҅ᨕҽဃޅᧈ     ग़ჷჄͤࡍᅦᅍ部̬ͤ医療ޅᧈ   名古屋ࡍͤࠊᅦᅍࡍͤޅ部ᧈ 

 ಮࢠဋ̢ޛ          ಮ࠰ᝅዯಮ           ஜɟౕٻ   
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ग़ჷჄ医ࠖ˟ᧈ          ग़ჷჄ病院協˟ᧈ     ग़ჷჄችᅕᅹ病院協˟ᧈ 
    ௸ஙΪଢಮ            ිဋٟᢹಮ         ᑉМࢠಮ 

 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
μଐஜ病院協˟ग़ჷჄૅ部ᧈ ங ᘓಮ 
ग़ჷჄჃᜱ協˟ᧈ      ᤠஙദ܇ಮ 
ᚡࣞᜒ˟ ᜒࠖ      ьኛጛༀಮ に、ƓឭしいただƖました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ჶ˟場Ჸ  
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 28  ȞȍǸȡȳȈ実ោǳース ࡇ࠰
 

 Ճۀ ˟ԓ ᎍ：協˟ ʙѦ部 إ

 医療ඥʴᝠׇծࠝ˟ ծࠝ˟ȪȏȓȪȆーǷȧȳ病院 ʙѦ部ᧈ ൦ᒍଢ 

ଐ    ：ᇹ 1 回  29 ࠰ 1 உ 11 ଐᲢ൦Უ 

     ᇹ 2 回  29 ࠰ 2 உ 8 ଐᲢ൦Უ 各回  9：45᳸1��30 

場  ：ग़ჷჄ医ࠖ˟ 8 ᨞ 803᳸804 ˟議ܴ 

ᜒ   ࠖ：ఇࡸ˟ᅈǷȎȏȩ ስҾദ行൞ 

ǵȝーȈᜒࠖ：ᬐࣈ˟ ߷ஜɟဏ、ᅈׇշ˟ ᄸܨࡨ、ᝠׇծࠝ˟ ൦ᒍଢ 

Ӌьʴ数：ᇹ 1 回 1� 名 

     ᇹ 2 回 1� 名 

 

 28 ȞȍǸȡȳȈ実ោǳースμࡇ࠰ 2 回がኳʕしましたのでإԓᐲします。 
 今回の実ោǳース、࢘И͵ʖܭはありませǜでしたが、2 回行ったؕஜǳースのӋьᎍが多数

であったのと、ؕஜǳースӖᜒᎍからのࠎஓもあり͵したᄂ̲でした。ただ̊࠰ɤଐ᧓で行って

いたᄂ̲を今回の実ោǳースǑりʚଐ᧓にןᐲしました。 
 ᄂ̲は、Ꮀᆔɧ問のȞȍǸȡȳȈؽИኢǳース、ؕஜǳースӖᜒᎍまたは中上ኢሥྸᎍݣᝋで、

自分が医療ඥʴのኺփᎍᲢ࠴部Უとなったらどう考えるか、ྸࣞ実現にӼけてのኺփ૾ᤆのᇌ、

ኺփဦǷȊȪǪのሊܭ、ʴᝠのᏋ・性化など、ൟ᧓の中・ݱ病院でǑくあるǱースをӕり上

ƛながら、実ោでဇでƖる૾ඥを̲ࢽすることをƶらいとして行いました。 
 
 ᇹ 1 回Ⴘの実ោǳースは、ȆーȞをžኺփဦſとしてᬐࣈ˟の߷ஜᜒࠖがまƣ、ȞȍǸȡȳȈ

ஜǳースの復፼をψƶたžȞȍǸȡȳȈ実ោǳースにあたってſのᜒ፯を行いました。ኺփやؕؽ

ኵጢのܭ፯、ȟȃǷȧȳやȉȡǤȳ、ኵጢᛯなどを中࣎にܖƼました。ዓいて、ఇࡸ˟ᅈǷȎȏȩ

のስҾᜒࠖが、地૾の中ఋᣃࠊにあるൟ᧓のɟᑍ病床 200 床のǱースを̅い、6:27 分ௌやཎ性

要׆図を̅いながら、最ኳ的にኵጢဦ、病ဦ、ٳஹဦ、ʴʙဦ、ᝠѦဦを出していく

ǰȫーȗȯーǯを行いました。ǰȫーȗȯーǯでは、各ǰȫーȗのᑥが出てƓり٭ٻஊॖ፯な議ᛯ

が出ஹていました。 
ᇹ 2 回Ⴘは、ȆーȞをžʴʙဦſとして、߷ஜᜒࠖがžȪーȀーǷȃȗᛯ 実ោዻſの中でȪ

ーȀーの要なᝧѦやȪーȀーのឋで必要なことなどをᜒ፯しました。その後、ስҾᜒࠖにǑる

ǰȫーȗȯーǯを行いました。ǰȫーȗȯーǯは、スǿȃȕのဇやᏋ૾ඥを考えるためのʙ̊

をဇॖし、ʙ̊から考えられるྸ想的なኵጢ図を˺し、ဇ・Ꮛጀ・ǤȳǻȳȆǣȖ・ǳȟ

ȥニǱーǷȧȳ・ᡚᎰの要እをԃめたʴʙဦᇌకなどを行いました。今までのಅѦでʴʙဦに

携わったことがない૾がٻҞだったため、ᩊしいというॖᙸもɟ部ありましたが、ǰȫーȗでまと

めた問᫆ໜやݣሊకにݣして、最後にはμǰȫーȗが、ስҾᜒࠖから合をもらうことが出ஹまし

た。 
 
μ 2 回ǷȪーズのȞȍǸȡȳȈ実ោǳースは、最後にž自分がኺփ࠴部になったとしたらſとい

うȆーȞでҡಅᛯ૨をμӋьᎍにいてもらいました。ほとǜどの૾が᩼ࠝにためになりൢƮƖが
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多くあったというॖᙸで、自分のޓしている部ፙだけでなく、ඥʴμ体でਵえることの要性を

ᛐᜤすることがでƖ、自ඥʴのᛢ᫆をਁ出することが出ஹていました。今回の実ោǳースにӋьƞ

れた૾は、ኺփ࠴部のᙻໜがݲしはਤてたと࣬いますので、多ݲなりともȪーȀーᏋにᝡྂ出ஹ

たのではないかと࣬います。 
 
 
 

Ჶ˟場Ჸ 
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ᇹ 8 回ჃᜱሥྸᏋᄂ̲˟  
 

 ԓ ᎍ：協˟ Ⴣᜱ部˟ и部˟ᧈᲢሥྸᏋᲣ إ

ᅈ˟医療ඥʴ名古屋ᚡࣞᝠׇ 名古屋ᚡࣞ病院 

Ⴣᜱ部ᧈ ᙱΨҘˊ 

ଐ    ： 29 ࠰ 2 உ 22 ଐᲢ൦Უ10：00᳸1�：30  

場    ：ग़ჷჄ医ࠖ˟ 9 ᨞ ؘᜒٻ 

Ȇ ー Ȟ：ȕǩȭーǢȃȗᄂ̲᳸ܖǜで実ោしたことをᛖる˟᳸ 

担  ࢘：Ⴣᜱ部˟ ࢫՃ 

Ӌьʴ数：4� 名 

 
Ჶᄂ̲˟にƭいてᲸ 

発ᘙแͳとしてኖ 30 分ᆉ1、ࡇ から 9 の各ǰȫーȗにƓいてこれまでにӕりኵǜでƖたこと、

ஜଐの発ᘙϋܾにƭいて情إʩ換ƓǑƼ情إσஊを行った。ǰȫーȗは、ሥྸᎍとしての自分のӕ

りኵǉᛢ᫆をǫȆǴȪー分けしたものであり、Ӗᜒဃӷ࣓がӷơपǈをਤƪ、ӕりኵǜでƖたこと

を分かƪ合うᑣい機˟となることをཀྵいとしてǰȫーȗȡȳȐーを構した。 
発ᘙは、ǰȫーȗμՃがׇኽして行うものとして、ǰȫーȗϋでࡈᧈをൿܭし、1 名 3 分᧓の発

ᘙ᧓でဪに発ᘙ、ǰȫーȗ発ᘙ後にឋွࣖሉ᧓をᚨけてӋьᎍμՃとॖᙸʩ換が図れるǑう

にした。 
 各ǰȫーȗの発ᘙにƭいてɼなϋܾを以下にまとめた。 ㊟Ტ ᲣϋはǰȫーȗǫȆǴȪー 
 
Ფ1*ᲢʴᏋᲣ 

ʴをᏋてることに᧙して、Ⴛをྸᚐしݭして自らもܖƿۋѬをࣔれないことがٻЏである等

の発ᘙだった。ਦݰᎍのȢȁșーǷȧȳを上ƛるにはどうしたらǑいのかというឋ問にݣし、ႏで

ᏋてǑうとする自ᙾをਤƭことが要であり、ሥྸᎍ自らがᆢಊ的に٣かけを行ったとሉえていた。

発ᘙᎍǁのǳȡȳȈとして、࢘ИȪーȀーというᇌ場でのӋь、ᡦ中からɼ˓となったӖᜒဃの発

ᘙにݣしてӷơǰȫーȗȡȳȐーから、ǰȫーȗȯーǯでの情إʩ換からᧈをज़ơたとのことを

ˡえていた。また、この᪴張りを今後のにとນѕした場᩿があり、発ᘙᎍはນѕをӖけてշƼ

とज़᥄をӖけていた。 
 

Ფ2*ᲢಅѦોծᲣ 
ȁームщӼ上にǑりឬᢅѮѦ᧓のЪถにጟがった、Ɠǉƭʩ換の૾ඥોծ等のᄂ̲でܖǜだ

ඥをဇいてႏでોծǁのӕりኵǈがでƖた等の発ᘙがあった。φ体的には、ʼᜱ場᩿でƓǉƭ᭗ᱫ

धᎍがفえる中、現在のƓǉƭのМໜにƭいて、ಅᎍと協щしѠ強˟を͵しスǿȃȕにૼしい情

をჷらせることにǑりಅѦોծでƖたとのことだった。ჃᜱဇԼのԼឋોᑣがƞれていることをإ

スǿȃȕたƪがҗ分把握し、धᎍにとってᑣい૾ඥでોծしていくことが要とᚕえる。 
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Ფ3*Ტ自分が٭わるᲣ 
 自分自៲の行動をਰりᡉり、自分をᧈƞせることがでƖた。そして、ᧈすることの٭化を自

分がज़ơることがٻЏなことであり、ᎰՃとσにሥྸᎍもᧈすることが要であるとϐᛐᜤでƖ

たとの発ᘙがあった。自分が٭化でƖたとする自ࠁᚸ̖だが、スǿȃȕからのᚸ̖はどうだったか

にƭいてのឋ問にݣしては、スǿȃȕᚸ̖をӖけたのではないとのことだった。病ಅѦોծなど

˴かを٭えǑうとするЭに、まƣは自分自៲が٭わらなければ、˴も٭化をឪこすことがでƖない

とज़ơたとするॖᙸもあった。 
 
Ფ4*ᲢᎰ場˺りᲣ 
 ᑣいჃᜱを行うᎰ場˺りをႸਦし、これまでのܖƼを実ោした発ᘙだった。スǿȃȕのȢȁșー

Ƿȧȳを上ƛたことにǑりᎰ場ોծがでƖたということだが、φ体的なӕりኵǈϋܾにƭいてᎥƖ

たいというឋ問にݣしては、ٸѮのスȈȬスに᧙して、ʼᜱᎰが 1 ʴでやっていたʼᜱಅѦを 2 ʴ

で行うこととし、ƞらに 2 ʴから 3 ʴٸѮ体制に٭したことにǑり࣎៲の担᠉ถが図れたこと

がોծǁとጟがったとࣖえた。 
 
Ფ5*ᲢǳȟȥニǱーǷȧȳᲣ 
 スǿȃȕ᩿ᛩ場᩿にƓいてܖƼをဇし、̮᫂᧙̞を構築することの要性をϐᛐᜤでƖた。ま

たȢȁșーǷȧȳに᧙しては、ȍǬȆǣȖ発ᚕをいかにȗȩスにЏりஆえていけるのかがᛢ᫆であ

り、考え૾を٭えてཋʙをਵえていけるのかが要だということを実ज़でƖた、スǿȃȕはࠝにሥ

ྸᎍをᚇݑしてƓり、だからこそሥྸᎍ自៲がƖƖとしたۋをᙸせられるのかが要である、

等の発ᘙがあった。 
 
Ფ�*ᲢႸሥྸᲣ 
 ȢȁșーǷȧȳ、ಅѦ行能щӼ上に᧙する等の発ᘙだった。ឬᢅѮѦは、ᎰՃがਤƭžဎしᚪ

ないſžやƞしƞſ等から発ဃすることが多く、Ɠʝいಮであるᛐᜤをਤƪ、いかに協щ体制が構

築でƖるかが要である。また、ሥྸᎍはܖƿことにǑりჷᜤを፼ࢽし、部下ǁのᢘЏな᧙りがで

Ɩるとज़ơた、等の発ᘙがあった。ሥྸᎍがࠝにȆȳǷȧȳを上ƛዓけられるかというឋ問にݣし

ては、ȆȳǷȧȳが上がっているǑうにପっているだけであって、ଐ᪭ᐃがたƭこともあるが他ʴ

には᧙̞のいʙとして考え行動するǑうにしたり、ൢ 分にムȩのあるʴをǈて自分はそうならな

いǑうにൢをƭけている。そして、自分がࠝにᇰ᫊でいること、自分からႻに٣をかける等のݣ

ࣖをしているとሉえた。 
 
Ფ7*ᲢȢȁșーǷȧȳ 1Უ 
 :/% の在り૾、あいƞƭ、スǿȃȕǁのπ性、ǳȟȥニǱーǷȧȳ等の要性にƭいて等の

ɼな発ᘙがあった。今回ܖǜでƖたϋܾを部ፙで実ᨥにဇしたことにǑり、くᎰ場ؾの٭化

にǑりȢȁșーǷȧȳの٭化にもጟがった、ȢȁșーǷȧȳを上ƛるؾƮくりが要だとϐᄩᛐ

でƖたと発ᘙしていた。 
 
Ფ8*ᲢȢȁșーǷȧȳ 2Უ 
 ሥྸᎍだけでなくスǿȃȕのॖᙸをӕりλれてಅѦોծしたことにǑり、スǿȃȕの行動にも٭

化がឪこったこと、部ፙや自分のࢊǈをいかに強ǈに٭えていけるのかが要であること、問᫆を

Ǒりଢᄩ化したことにǑり部ፙのৼえるᛢ᫆がᙸえોծ行動にጟがった等の発ᘙだった。 
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Ფ9*ᲢȢȁșーǷȧȳ 3Უ 
 ȢȁșーǷȧȳを下ƛる要׆は上Ӯに᧙することが多くあることがわかった、ᑣいをǢȔーȫ

するとʴはᏉܭज़をਤてる、上Ӯからの٣かけがスǿȃȕ᧓のǳȟȥニǱーǷȧȳをᑣくし、ኽௐ

としてȁームщがӼ上する、とৼえてƖた問᫆をφ体的にすることにǑり、スǿȃȕとσにᛢ

᫆にӕりኵǉことがでƖた等の発ᘙだった。 
 
Ჶज़想Ჸ 
 μ 7 回のᄂ̲ϋܾをဇした実ោإԓ˟がʙኳʕした。ǰȫーȗの発ᘙであり、ӖᜒဃμՃ

で˺り上ƛたとてもᑣい発ᘙ˟となった。ɟʴƻとりが実ᨥにӕりኵǜでƖたϋܾだからこそ、˟

場からのឋ問も̊࠰にൔべて多く、情إʩ換・情إσஊの場にすることがでƖた。単にܖǜだこと

をまとめたり、ᛢ᫆をଢᄩにしただけではなく、žሥྸᎍとして˴をすべƖかſというᙻໜで、実

ᨥに自分が中࣎となりスǿȃȕとσにᎰ場を٭化ƞせたことにǑりൢ˄けたことの発ᘙが多く、ሥ

ྸᎍとしての行動ܾ٭がज़ơられた。しかし、ɟဪሥྸᎍとしてのᧈをज़ơていたのは、Ӗᜒဃ

自៲ではないかとज़ơた。発ᘙをǴーȫとするのではなく、今ଐこそがžはơめの 1 ഩſとして今

後ƞらにᧈしていくことを期ࢳしたい。 
 
 

Ჶ˟場Ჸ 
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ᇹ 4 回ʼᜱᎰȪーȀーᄂ̲˟  
 

 ԓ ᎍ：協˟ Ⴣᜱ部˟ и部˟ᧈᲢɟᑍᏋᲣ إ

医療ඥʴ˟ ˟病院 部ᧈᙀ˱ ݱຓ܇ڭ 

ଐ    ： 29 ࠰ 3 உ 29 ଐᲢ൦Უ12：50᳸15：00  

場    ：ग़ჷჄ医ࠖ˟ � ᨞ ᄂ̲ܴ 

Ȇ ー Ȟ：ȕǩȭーǢȃȗ 

担  ࢘：Ⴣᜱ部˟ ࢫՃ 

Ӌьʴ数：22 名 

 
Ჶᄂ̲ϋܾᲸ 

1Შ1᳸3 回のᄂ̲でܖǜだʙをʼᜱ現場でかすӕりኵǈがでƖたか、でƖるかをȬȝーȈにま

とめ、ǰȫーȗϋで発ᘙ 
Ტǰȫーȗϋで 1 ʴƣƭ発ᘙし、ᛢ᫆ȬȝーȈをؕにᄂ̲ௐなどをᛅし合うᲣ 

2Შǰȫーȗˊᘙ 1 名をൿܭする 
3Შ各ǰȫーȗˊᘙᎍ：発ᘙ 

ᲢȇǣスǫȃǷȧȳᲣ 
4ᲨӖᜒဃ 22 名、今後のৼ、ᛢ᫆、Ⴘを発ᘙ 
5Შ担ࢫ࢘ՃǑりᜒᚸ 

 
Ჶ各ǰȫーȗᲢˊᘙᎍᲣ発ᘙのϋܾᲸ 
Ფ1*эǵȳǭȥーǫーȉの実 
  ・スǿȃȕとのǳȟȥニǱーǷȧȳɧឱからܖǜだ、ǵȳǭȥーǫーȉのဇ 
   Ტᚕᓶでˡえられないʙも૨ᇘでˡえるʙがでƖたᲣ 
Ფ2*эǳーȁȳǰのٻЏƞ 
  ・病ϋでႻにݣするࣖݣ、ࣕしいでもᇰ᫊と៲だしなǈȁǧȃǯᲢஔᲣ 
  ・ᛖを復Ჷஔᅇのに行う 
  ・ಅѦોծをμՃでӕりኵǉ૾ඥを考えたᲢ今後もዓけて行ƖたいᲣ 
Ფ3*эǵȳǭȥーǫーȉのМဇ 
  ・ᢀのእらしいέがいて、ࠝにƓஜとしている 
  ・ǵȳǭȥーǫーȉのなかったʴǁのᣐॾ 
   Ტܖǜだʙを実行していくʙはᩊしいが、ǳȄǳȄとやっていくᲣ 
Ფ4*эǳーȁȳǰのဇ・ʼᜱᎰѦにƓけるज़௨᧸ഥ 
  ・情إのσஊᲷဎしᡛりのȎーȈのဇ 
  ・ज़௨ݣሊでܖǜだʙをԗჷࡁ࣋ᲢǤȳȕȫǨȳǶज़௨を᧸ƛたʙᲣ 
Ფ5*эǳーȁȳǰをӕりλれた᩿ 
  ・̾Кに࠰ 2 回、1 ʴ 30 分の᩿を実Ჷϋܾは᩿ͤࡍ・ȡȳǿȫ᩿など 
   Ტʴ᧓᧙̞が築けたᲣ 
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Ფ�*эಅѦોծのӕりኵǈ 
  ・˴を、なƥ、Οέするのかを考えてǈた 
  ・ᚡの簡እ化・ȟニȬǯȪǨーǷȧȳのӕりኵǈ 
  ᲢスǿȃȕとのǳȟȥニǱーǷȧȳがفえたᲣ 
 
Ჶज़想Ჸ 
今回、ʼᜱȪーȀーᄂ̲ 3 回を行い、ȕǩȭーǢȃȗᄂ̲をӕりλれ実した。 
3 回のᄂ̲をӖけて、ȪーȀーとしてのࢫлとは、ܖǜだこと、スǿȃȕとどのǑうに今後᧙わっ

ていこうと࣬ったか、実ᨥのʼᜱ現場で、どのǑうにかすことがでƖたか、今後とりくǈするか

をૢྸし発ᘙすることで、σᡫのᛢ᫆やӷơपǈをσज़でƖるᄂ̲となった。 
発ᘙでは、ǳーȁȳǰのဇで、ǵȳǭȥーǫーȉの実や、᩿૾ඥ、ಅѦોծなど出ஹるʙか

ら、ݲしƣƭӕりኵǜでいるۋがज़ơられた。Ӎ、ȪーȀーとしての᧙わりの中でᧈにƭなƛて

いた。 
ᄂ̲కϋがᡈ々であったໝ、Ӌьᎍ 22 名とݲなかったが、それƧれॖᙸʩ換がでƖ、またᢌった

ॖԛでʩ්がขくなったとのӖᜒဃの٣もƖかれた。 
ȕǩȭーǢȃȗᄂ̲を行ったことで、ӖᜒဃそれƧれがਰりᡉり、̾々に自ᙾでƖ、ȪーȀーǷȃ

ȗの要性をज़ơたのではないかと࣬う。 
担ۀ࢘Ճも、多くのʙをܖƿことがでƖた。Ӗᜒဃをǈて、このᄂ̲で出˟えたことをٻЏにして

ጟがっていってほしいと࣬う。 
Ӎ、今後のʼᜱ現場でɟʴƻとりがいƖいƖとすることを期ࢳしたい。 
 

 
Ჶ˟場Ჸ 
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 щӼ上ǻȟȊーࣖݣ
 

ଐ    ：ᇹ 1 回  28 ࠰ 10 உ 25 ଐᲢ້Უ 

 ƂˡえるƃƂˡわるƃᛅし૾Ტᇹ 3 回πᄂ̲Უ 

     ᇹ 2 回  28 ࠰ 12 உ 1� ଐᲢᲣ 

 Ƃσज़とͼᎮƃᎥƖ૾Ტᇹ 4 回πᄂ̲Უ 

ᇹ 3 回  29 ࠰ 2 உ 9 ଐᲢஙᲣ 

  Ƃज़ơ・考え・行動するƃࣖݣщӼ上ǻȟȊーᲢᇹ � 回πᄂ̲Უ 

各回  10：00᳸1��00 

場  ：ग़ჷჄ医ࠖ˟ � ᨞ ᄂ̲ܴ 

ᜒ   ࠖ：ஊᨂ˟ᅈ /,%5$ ˊᘙӕዸ ࢫ ᘽь൞ 

Ӌьʴ数：ᇹ 1 回 25 名 

     ᇹ 2 回 21 名 

     ᇹ 3 回 25 名 

 

Ჶᇹ 1 回 ᄂ̲ಒ要Ჸ 
ᲤǳȈȐって˴だろう 

・ਮਠから始まるǳȟȥニǱーǷȧȳ 
・ǳȟȥニǱーǷȧȳはžᛅすことſžᎥくことſ 

 ᲤǳȈȐをˡえる要እ 
  ĬႸはӝほどにȢȎをᚕう 
   Ყᘙ情のਤƭщ 
  ĭ自分のž٣ſをჷる 
   Ყ٣のᘙ情、̅い分けていますかᲹ 
  Įˡえたいことは७ࡇでᅆす 
   Ყ༏ॖは७ࡇにᘙれるᲛ 
 Ფᛅし૾の 2 ƭのȝǤȳȈ 
  ・Ⴛ、場᩿に合わせたᛅし૾のȝǤȳȈ 
 Ფᛯྸ的にˡえるǳȄ 
  ・ኽᛯからˡえǑう                     ᲶᘽьᜒࠖᲸ 
  ・ˡえたいʙは 3 ƭにまとめǑう 
  ・なƥᲹのሉえᲢఌਗᲣをॖᜤしǑう 
 ᲤൢਤƪをこめてˡえるǳȄ 
  ・ኒЗでǏっくりᛅそう 
 ᧉဇᛖを̅わƣにତしいᚕᓶにፗƖ換えǑうݦ・  
 ᲤžˡえるſžˡわるſǨǯǵǵǤズ 
 ԓ・連ዂإԓ、連ዂȯーǯ᳸ኵጢϋǳȟȥニǱーǷȧȳ、上Ӯǁのإ・  
  ・Ⴛのൢਤƪをほƙすଐࠝの˟ᛅ᳸ಏしいことをǑりಏしくˡえてǈǑう  
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Ჶᇹ 1 回 Ӌьᎍの٣Ჸ 
 ・ᜒࠖのέဃのᛅし૾がእらしく、ᙸ፼いたいです。今回ӋьをƞせていただƖ、ોめて

ൢ˄くことがあり、ӒႾし、ોծにƭながるǑうにします。ᒊだと࣬うႻをž分ௌſし、

ܲᚇᙻすることを࣎がけます。 
 ・ႻにžˡわるſǑうにするໝに、自分がࣖݣのˁ૾、ˡえ૾、もっとこうするべƖ、という

ことが分かったので、とてもѠ強になりました。 
 ・Ꭵいているᇌ場ᲢႸዴᲣにᇌってᛅをすること、٣のȈーȳやᘙ情もとてもٻЏだとܖƼまし

た。今後、ܖǜだことをဃかしていƖたいです。 
 
Ჶᇹ 2 回 ᄂ̲ಒ要Ჸ 

Ფ2 ƭのžᎮくſžᎥくſ 
・スȝȳǸに൦が௨ǈᡂǉǑうにᎮく 
・Ӗけഥめて、৲ƛᡉして、ǭȣȃȁȜーȫのǑうにᎥく 

 Ფžσज़ſとžͼᎮſ᳸スȝȳǸ 
  Ĭᛅしやすいᩎൢ˺り 
   ᲧᛅをᎥくۋѬ、Ɠʝいのˮፗ、ុᩉ 
  ĭᎥƖ૾のǳȄ 
   ᲧあいƮƪのȐȪǨーǷȧȳ 
    žうなƣくſžጮりᡉすſžᭃくſžᐻԛをᅆすſž̟すſžज़࣎するſž要ኖするſžಏしǉſ 
 Ფឋ問してᎥく᳸ǭȣȃȁȜーȫ 
  ・˟ᛅをࡽƖ出すȝǤȳȈ 
  ・ឋ問のȆǯニȃǯ 
 ᲤǢǯȆǣȖȪスニȳǰǨǯǵǵǤズ 
  ・žȒーȭーǤȳǿȓȥーſ᳸ᛅをࡽƖ出す 
 ᲤǯȬーム・ƝॖᙸのᎥƖ૾ 
  ・まƣはžज़ᜓのᚕᓶſをชえてᎥく 
  ・ありのままのƝॖᙸをまるƝとᎥく 
  ・必要ʙはឋ問をƶてขくᎥく 
  ・今後にかすൿॖをᡓべる 
 
Ჶᇹ 2 回 Ӌьᎍの٣Ჸ 
 ・Ѡ強になりました。Ꭵいてすƙ実ោすることにはᩊしƞはありますが、ଐ々、今回のǻȟȊー

を᪽にፗƖ、Ǒりᑣいʴ᧓᧙̞、ǳȟȥニǱーǷȧȳが行えるǑう᪴張りたいです。 
 ・ȭーȗȬもあり、ƖƣにǻȟȊーǁӋьでƖた。ᎮくということはでᎮくのではなく、μ

៲でᎮくということがǑくわかった。Ⴛがឱしてしǌべったと࣬えるǑうなᎥƖ૾がでƖ

るǑうになれたらいいと࣬いました。ありがとうƝƟいました。 
 ・実ោするとॖٳとᩊしく、࣬うǑうに˟ᛅでƖなくなりました。今後ݲしƣƭでƖるǑうにな

りたいです。 
 
Ჶᇹ 3 回 ᄂ̲ಒ要Ჸ 

Ფ̮᫂᧙̞はどうやって構築ƞれるのでしǐうか 
・Ⴛが˴をしてほしいのかをžज़ơſ 
・どうしたらǑいかをž考えſ 
・φ体的にž行動するſ 
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 ᲤႻをज़ơるǢȳȆȊをᇌてǑう 
  ・Ⴘからの情᳸إ᫊ᑥ、ᘙ情 
  ・からの情٣᳸إのȏȪ、Ȉーȳ、ಮ܇ 
  ・˟ᛅからの情᳸إいƭ、だれが、˴を、どうしたのか 
 Ფ考えて行動する 
  ・考え૾でɭမは٭わる 
  ・ȝǸȆǣȖ࣬考とȍǬȆǣȖ࣬考の̅い分け 
  ・ȝǸȆǣȖȈーǭȳǰ᳸ᚕい換えのپ 
 ᲤჃᜱࠖ・Ⴣᜱя・スǿȃȕとしての自ࠁોᡯᲢൢƮƖᲣ 
  ・ႻにᑣいҮᝋをਤってもらうᲧあなたのҮᝋϐȁǧȃǯǨǯǵǵǤズ 
   ၅れたᘙ情していませǜかᲹ 
   機能的、ฌज़ある៲だしなǈですかᲹ 
   ᇌったりࡈったりの動˺にȡȪȏȪがありますかᲹ 
   ਮਠ、٣はႻにˡわっていますかᲹ 
 ᲤȕȪーȈーǯžこǜなとƖ、どうしてますかᲹſ 
  ・ӷơपǈをᢌうᙻໜから考える 
  ・್ૺ的ȍȃȈȯーǯを˺ろう 
 
Ჶᇹ 3 回 Ӌьᎍの٣Ჸ 

・ƻとりで考えるのではなく、他ᎍᲢǰȫーȗȈーǯᲣとᛅし合うことで、ものの考え૾、ᙻໜ

を٭えて考えることがでƖた。自分が考えていなかったॖᙸをᎥくことで、Ⴛのᛅをǈとめ

ることがでƖるとܖǜだ。   
・いろǜなᙻໜから分ௌし、ႻをӖけλれるൢਤƪの要ƞがわかりました。 
・くもならƣ、ಏしくᛅし合いのでƖるᄂ̲˟でした。いろǜなᄂ̲˟に出ますが、いƪばǜ

ಏしくࢫᇌƪます。 
 
 

Ჶ˟場Ჸ 
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ᇹ 5 回πᄂ̲  
 

ଐ    ： 29 ࠰ 1 உ 2� ଐᲢஙᲣ10：00᳸1�：00  

場    ：ग़ჷჄ医ࠖ˟ � ᨞ ᄂ̲ܴ 

Ȇ ー Ȟ：ʴとの᧙わり૾ 自分もႻもൢਤƪǑくƂǯȬームࣖݣのؕஜとǢǵーǷȧȳƃ  

ܼ：ࠖ  ᜒ 2 ኢǭȣȪǢ ǳȳǵȫȆǣȳǰ২能ٟ、ଐஜငಅǫǦȳǻȩー協˟ᛐܭ 

ငಅǫǦȳǻȩー・ǭȣȪǢǳȳǵȫǿȳȈ ᩷地 真ࠃ൞ 

Ӌьʴ数：41 名 

 
Ჶᄂ̲ಒ要Ჸ 
ŶǪȪǨȳȆーǷȧȳ 

・ᄂ̲のႸ的・ƶらい 

 
Ŷ医療機᧙をᚧれる૾のྸ࣎ 

・ܲឱᲢ&6Უ 
 とഒ求ྸ࣎・

 
Ŷᒊ情・ǯȬームにݣする࣎構え 
 ・ᒊ情・ǯȬームをᎮくɤҾЩ 

・Ⴛのஜ࢘のഒ求をྸᚐする 
 
Ŷᒊ情・ǯȬームࣖݣでǑく̅うᘙ現 

・σज़とӖܾのᚕᓶ                       Ჶ᩷地真ࠖᜒࠃᲸ 
・σज़とӖܾのᚕᓶを̅ってのࣖݣ     

  
ŶǢǵーǷȧȳとは                                              

・ǢǵーȆǣȖ ǳȟȥニǱーǷȧȳにƭいて 
・3 ƭのǳȟȥニǱーǷȧȳȑǿーȳ 

 
Ŷ問᫆ᚐൿのためのǢǵーǷȧȳ 

・問᫆ᚐൿのためのӨᚺ 
  
Ŷʙ̊౨᚛ 

・問᫆ᚐൿのȗȩȳ˺ 
 
ŶᎰ場でឪƖているりƝと 

・Ꮀ場でឪƖている問᫆にݣして問᫆ᚐൿのӨᚺでࣖݣしてǈる 
 
 
 

報告
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ᲶӋьᎍの٣Ჸ 
・Ⴛのʙをྸᚐしているƭもりでしたが、җ分なྸᚐとദしい情إをᙸていませǜでした。

Ⴛをჷり、σज़するᚕᓶがけを࣎がけていƖたいです。 
・धᎍのᇌ場になってσज़するというのはとてもѠ強になりました。いろいろなᎰᆔの૾のॖ

ᙸがᎥけてǑかったです。 
・ǰȫーȗȇǣスǫȃǷȧȳが多く、他の病院のࣖݣするとƖのやり૾もჷれてஊॖ፯な᧓

だった。 
 
 
 

Ჶ˟場Ჸ 
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地域̬ͤ情إᛦ௹部˟ ǷȳȝǸǦム 
 

 Ճۀ˓ࠝ ˟ԓ ᎍ：協˟ ʙѦ部 إ

ᅈ˟医療ඥʴଢᨗ˟ ဋᚡࣞ病院 ʙѦᧈ ܷຓ ී 

ଐ    ： 29 ࠰ 3 உ 25 ଐᲢםᲣ14：00᳸1�：30  

場    ：ग़ჷჄ医ࠖ˟ 地᨞ ͤࡍᏋᜒؘ 

Ȇ ー Ȟ：ž地域ѼਙǱǢǷスȆムでのჃとりſ᳸それƧれの地域にƓける現状とᛢ᫆᳸ 

ǷȳȝǸスȈ：್᪰ࠊ・・・್᪰ࡍͤࠊ部地域医療ਖ਼進ᛢ ᛢᧈ ߷名ྸि܇൞ 

     名古屋ࠊ・・・名古屋ࠊ医ࠖ˟ ଯԧ区在ܡ医療・ʼᜱ連携ૅੲǻȳǿー 

   ႻᛩՃ ᭗ᨻ܇൞ 

     ᄤ Ҥ ࠊ・・・ग़ဃǳȐȤǷȘȫスǱǢǷスȆムƻまわり 

 ወਙǱǢȞȍǸȣー  ݱ፦̬܇൞ 

Ӌьʴ数：72 名 

 
Ჶ͵ಒ要Ჸ 
わがは、ஹる 2025 のɭˊがجにׇ࠰ 75 ബ以上になる期をႸਦして、˰ǈॹれた地域で最期

までƖƖとらせるǑうにž地域ѼਙǱǢǷスȆムſをᆢಊ的に進めています。現在、各地域

でž地域ѼਙǱǢǷスȆムſの構築にӼけてのӕኵǈが行われていますが、地域のʴӝにǑりその

ӕኵǈはಮ々です。今回、それƧれの地域ではž最期までどのǑうにჃとっているのかſのǷȳȝ

ǸǦムを͵しました。 
 
ᲶᜒϋܾᲸ 
1Შ߷名ྸि܇൞ 
್᪰ࠊはʴӝኖ 41 ɢʴのᅕډ߷Ⴤ中ఋࠊである。 23 療ਖ਼進のたܡにέᬝけて在μ、࠰

めの多Ꮀᆔ連携にӕりኵまれたᣃࠊである。 
್᪰ࠊのȇーǿからᙸたᛢ᫆としてĬʴӝはถݲするが、᭗ᱫ化はفьする。ĭそれにˤい、࠰

᧓രʧᎍ数もفьする。Į病院Ⴣӕり数はفえていない。į多くのࠊൟが、実は、在ܡでの療や

Ⴣӕりをࠎஓしているとਖ਼ยƞれるが、�0�のࠊൟが病院でരʧしている、がਫƛられた。そこで、

での療・ƞらにはჃӕりとܡがႸਦす૾Ӽをž˰ǈॹれた我がܼで療したいという૾が、在ࠊ

いうᢠ৸がでƖるſを進めるための在ܡ療の体制Ʈくりを、ࠊが中࣎となりࠊᎰՃにǑり始めた。 
まƣ、医療・ᅦᅍ᧙̞ᎍのȒȤȪȳǰを実した。そのኽௐ、ᛢ᫆はžᎰᆔ᧓の連携ſであった。

そこで多ᎰᆔがӷơȆーȖȫにƭいてႻʝྸᚐをขめるためž在ܡ療連携˟議ſを発ឱした。そ

の機能は、Ĭࠊൟが地域にƓいて࣎ܤして在ܡ療ဃをᡛれるǑう、現場にƓける医療᧙̞ᎍ、

ᅦᅍ᧙̞ᎍ等の連携をขめ᧙̞機᧙のȍȃȈȯーǯを構築する。ĭ医療・ᅦᅍの地域連携をਖ਼進す

るφ体的な૾ඥにƭいて౨᚛し、連携ǷスȆムを構築することをႸ的とした。 

これらにƭいて在ܡ療連携˟議で౨᚛しᛢ᫆をਁ出しᚐൿሊをᜒơた。Ĭ在ܡ療にƭいてࠊൟ

のྸᚐが必要と考え、ࠊൟにݣするǷȳȝǸǦム、出ЭȈーǯ、գ発ώ܇の˺ᙌを行った。ĭ在ܡ

報告

愛知県医療法人協会報2017  No.235 25



療をૅえるᎰᆔの連携がでƖないとЙૺ。このため多Ꮀᆔ合ӷᄂ̲˟、ǨȁǱȃȈᨼの˺を行

った。その他、在ܡ医をفやすӕりኵǈ、ᡚ院ᛦૢのȁǧȃǯȪスȈの˺等を行った。こうした

動のኽௐ、ǱǢȞȍ・Ⴣᜱ・ʼᜱ・医ࠖ等のಮ々なᎰᆔの連携がό๖に図れるǑうになった。 
್᪰ࠊの動から、地域ѼਙǱǢǷスȆムには医療とʼᜱの連携が要であり、ૅੲが必要とな

ったとƖにͳえ、在ܡでのჃӕりまでを៊まえたஜʴのᢠ৸とஜʴ・ܼଈの࣎構えが要である。 
 
2Შ᭗ᨻ܇൞ 
ଯԧ区はʴӝفьྙ 1�55�とχ的なᣃࠊ地域であり、医療機᧙・ࢼʙᎍ等の医療体制も᩼ࠝに

Ϊ実している。名古屋ࠊでは 30 医療・ʼᜱ連携ਖ਼進ʙಅを名古屋ܡ化ƞれる在ࡇから制ࡇ࠰

医ܡʙಅᲢ地域医療ʼᜱዮ合ᄩ̬ؕᲣのᙀяをဇし在ࡇᚠ、ग़ჷჄᝠ政ૅੲ制ۀ医ࠖ˟にࠊ

療・̓ ᜱૅੲǻȳǿーᢃփƓǑƼ名古屋ࠊ医ࠖ˟在ܡ医療・̓ ᜱૅੲǷスȆムのᢃփを行っている。

在ܡ医療・ʼᜱ連携ૅੲǻȳǿーはࠊϋ 1� 区各 1 ǻȳǿーをᚨፗしている。このǻȳǿーではࠊ

ϋの病院・ᚮ療の在ܡ医療ӋဒをႸ的とした、4 ƭの機能 ĬႻʝǵȝーȈǷスȆム、ĭ情إσ

ஊǷスȆム、Į在ܡǢǻスȡȳȈǷスȆム、įǳȳǿǯȈǻȳǿーをͳえた在ܡ医療・ʼᜱ連携を

ૅえるˁኵǈとして在ܡ医療・ʼᜱૅੲǷスȆムをဇいてಮ々なႻᛩや地域の医療・ʼᜱʙ情の把

握、在ܡ医療機᧙とのᛦૢ等のಅѦを行っている。ǻȳǿーをᢃփしࢽられたᛢ᫆にݣし、名古屋

医ࠖ˟Ȣȇȫʙಅでࠊ 28 ܡଯԧ区はૼたなӕりኵǈを行った。それはЏれႸのない在、ࡇ࠰

医療と在ܡʼᜱの提供体制の構築ਖ਼進と在ܡ医療体制のΪ実をႸ的としžかかりƭけ医在ܡǵȝー

ȈǷスȆムſである。このǷスȆムは、かかりƭけ医の在ܡჃӕりࣖݣȐȃǯǢȃȗとݦᧉ医にǑ

る、かかりƭけ医在ܡ医療ૅੲ体制の構築である。φ体的にはかかりƭけ医が、ᡵやᅔଐ、࠰

して̔᫂でƖるˁኵǈである。ଯ࣎ܤでƖない場合に、Ⴣӕり・രʧᚮૺをࣖݣ始等にᜂʙ情で࠰

ԧ区医ࠖ˟ϋでဪࢳ機࢘ဪ医ࠖをѪᨼႇしʙѦޅでஉ࢘ဪᘙを˺し在ܡでのჃӕりをࠎ

ஓしている૾をݣᝋに実した。ǷスȆム始から � ȶஉ᧓の実ጚはဪࢳ機ႇ医ࠖ 10 名、Ȑ

ȃǯǢȃȗを̔᫂した医ࠖ 4 名、Мဇधᎍ実数 4 名・ࡨ数 25 名、МဇधᎍのއᲢ実数Უは自ܡ

7 名・ᚨ 7 名であった。また、Мဇした医ࠖǁǢȳǱーȈを行った。そのኽௐ、ችᅕ的担から

ᚐ્ƞれた。धᎍƞǜ、ܼଈからもշばれた。᫂ǈやすい。医ࠖ˟のǷスȆムのためधᎍƞǜのܤ

提供・ܼଈǁのᛟଢの必要性にƭいてのॖᙸもあった。こうしたॖإられた等のॖᙸと情ࢽが࣎

ᙸも៊まえȢȇȫʙಅからஜᆙにӼけたᛢ᫆とし、Ȣȇȫʙಅがኳʕしたᨥのࢳ機૰Ტ࢘ဪ医の

ᄩ̬Უ。ʙѦዓƖの༁ᩃƞ。ଯԧ区以ٳǁの୍ӏ等がਫƛられた。最後にž2025 Ⴣܡまでに在࠰

ӕりをࠎஓすればそれがӬうᘑǁſとᛅƞれᜒをኳえられた。 
 
3Შݱ፦̬܇൞ 
ᄤҤࠊで᩼ࠝに多くの医療・ʼᜱ・ᅦᅍᚨをᢃփするग़ဃǳȐȤǷȘȫスǱǢǷスȆムのཎК

ᜱᎊʴțームᲢ以後、ཎとᆅす。Უ、ᎊʴ̬ͤᚨᲢ以後、ᎊͤとᆅす。ᲣでžᚨにƓけるჃ

ӕりの౨ᚰſにƭいてᜒƞれた。Ⴣӕり実ஊにƭいてそのྸဌをᛦ௹した。実していない

ཎでは、ĬჃӕりࣖݣしてくれる医ࠖのᄩ̬がᩊしい、ĭ多床ܴのため、ჃӕりにƓけるؾ

がᄩ̬しにくい、ĮჃӕりにݣする、ࢼಅՃᏋがɧҗ分である。ᡞにჃとりを実しているᚨ

では、医ࠖのࣖݣが可能でありȦニȃȈܴ̾がᄩ̬ƞれていた。ӷಮにᎊͤではǿーȟȊȫǱǢ

のでƖないྸဌとして、ᅦᅍᎰのɧܤ・医療ᎍのৎषいといったኺ᬴ɧឱやʴՃのɧឱであった。

こうした現状の中、ǿーȟȊȫǱǢ実ǁӼけたӕりኵǈを行った。スǿーȈはスǿȃȕからの

Ӓ発もあったが、Ⴣӕりݣᝋの૾Ɲとにᛅし合いをƶスǿȃȕのɧྸܤဌのᚐෞにѐめた。 

現在、ᎊͤがžこの地域で求められるࢫлからᙸえるᛢ᫆ſとして、Ĭ在ܡ復࠙・在ૅܡੲの̟進、

ĭ᭗まる医療ニーズにࣖえる、ĮǿーȟȊȫǱǢのΪ実、įჃӕり状७にあるʴもό๖にӖけλれ

ると考える。ཎにžĭ᭗まる医療ニーズにࣖえるſためにᚨのșȃȉ 30 を医療としԈࡽ・ኺ

ሥ・ᙙၫ等のӖけλれをᆢಊ的に行っている。これを実ោするためスǿȃȕᏋのΪ実、在ܡ
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強化・在ૅܡੲの̟進を行っている。Ⴣӕり状७にあるʴをό๖にӖけλれるためのʙЭᄩᛐとし

て、ࡨԡにƭいての考え૾、べられなくなったとƖ、どこで最期をᡇえたいか、状७にƭいてჃ

ᜱ・ʼᜱ・᧙̞する医ࠖあるいはその他のᎰᆔがσஊし連携しࣖݣしていくことが要である。 
ग़ဃではஜʴらしƞ・ஓǉဃƖ૾、そして今がどのǑうな状७にあるか、そのとƖ必要な医療・

ஓǉ医療は˴か。最後にžどこで最期をᡇえるか。ſこうした考えを地域でૅえるための医療、ʼ

ᜱ、ᅦᅍを実ោしている。 
 
ᲶǷȳȝǸǦムᲸ 
 ᛦ௹部˟ и部˟ᧈ ʒʟΰχإᧈ・・・地域̬ͤ情ࡈ
ǷȳȝǸスȈ・・・ᜒᜒࠖ 3 名 
 
最ИにǷȳȝǸスȈ᧓のឋ問、ॖᙸʩ換を行った。 
߷名൞からݱ൞にݣし、ཎでのჃӕりを行うにあたり、医ࠖのᣐፗ等にƭいてឋ問ƞれた。ᡵ

1 回の医ࠖのᚮ療で療は行わない。必要な場合は病院Ӗᚮしている。 
᭗൞から߷名൞に多Ꮀᆔ連携のȗȭǻス等にƭいてᎥかれ、ࠊᎰՃが中࣎となり進めたため、そ

れƧれのᎰᆔの૾がஜ᪦をᛅしてくれた。そのϋܾは他のᎰᆔにはᛅƞƣ問᫆ໜとして˟議の場で

ᛅし合うことにした。また、医ࠖにݣするǱǢȞȍǸȣーのॖᙸとして、ᛅがでƖない。でƖても

 。ᧉဇᛖのためϋܾがྸᚐでƖないが多かったݦ
σஊにƭいてឋ問ƞれた。᭗൞かإǵȝーȈǷスȆムの情ܡ൞から᭗൞にかかりƭけ医在ݱ

ら情إ提供の簡እ化、രʧᚮૺに必要なႸもԃめるǑうにした。また、他の医ࠖ˟との連携

も៊まえ情إのσஊが最ٻのᛢ᫆である。 
ዓいて˟場のӋьᎍからはᚨでのჃӕり、在ܡにӼけたӕりኵǈ等のឋ問があった。 
最後にࡈᧈから、ஜଐのǷȳȝǸǦムの発ᘙ、議ᛯをӋ考としてž在ܡでのჃとりがでƖる体制ſ

を各地域でӕりኵǜでいただƖたいと提ᚕƞれƀ 28 ᛦ௹部˟ǷȳȝǸǦムإ地域̬ͤ情ࡇ࠰

ž地域ѼਙǱǢǷスȆムでのჃとりſ᳸それƧれの地域にƓける現状とᛢ᫆᳸Ɓを˟した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ჶʒʟи部˟ᧈ・߷名ྸि܇൞Ჸ        Ჶ᭗ᨻ܇൞・ݱ፦̬܇൞Ჸ 
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医療政ሊሊۀܭՃ˟Ჩᅈ˟̬ᨖ部˟ 
医ʙಅѦᄂᆮ˟Ტ3 உᲣ 

 
 ܨԓ ᎍ：医療ඥʴᝠׇծࠝ˟ ծࠝ˟ȪȏȓȪȆーǷȧȳ病院 後ᕲ إ

ଐ    ： 29 ࠰ 3 உ 1� ଐᲢஙᲣ14：00᳸ 

場    ：ग़ჷჄ医ࠖ˟ � ᨞ ᄂ̲ܴ 

Ӌьʴ数：34 名Ტᙐ数出ࠗᚨ 5 ᚨᲣ 

 
Ŧ إԓᎍᩃज़ 

 30 までܭの医療ʼᜱӷો࠰ 1 はܭとなります。ഏ回のો࠰ 2025 をᙸੁえた実ឋ的な࠰

動Ɩが現れるોܭになるとʖ想ƞれます。ҽဃіႾや自体から発ᘙƞれる情إにදॖしなけれ

ばいけませǜが、現在ምܭしているᚨؕแが要ˑに合ᐲしているか౨ᚰし、ឱΨをめた上で、

1  。の計ဒをᇌてていƖましǐう࠰
 
：ഏ回͵ଐ ی 29 ࠰ 4 உ 20 ଐᲢஙᲣ14�00 � ᨞ᄂ̲ܴ 
 
Ŧ ȡーȪȳǰȪスȈのૢྸを行いました。ஜଐဇॖしたを提出した医療機᧙ǁȡーȫがᡛ̮

ƞれます。 
 
Ŧ ᢘᛦ௹ 
・ҽဃіႾのțームȚーǸにႳ௹の要ˑ、ᡉᢩ᫇など 2015 のȇーǿがਫ਼᠍ƞれている。ᢘ࠰

ᛦ௹のᡉᢩ᫇فьͼӼにある。 
・ʙѦሥྸᎍが院ϋज़௨、医療ܤμに必ƣӋьし、議ʙが˺ƞれていることが必᪰となる。 
・ಮࡸ 9 のਦઇがӈしい。ѮѦ実ጚ、ଐإ、ǿǤムǫーȉのᆳ合が行われる。ѮѦʖܭᘙの˺を

ਦઇƞれた医療機᧙あり。 
・ਦઇʙやᡉᢩݣᝋとなった場合、� ȶஉ᧓にૼたな届け出が出ஹなくなる可能性がある。4 உ

のإᣛોܭに期᧓がなると、すべてのλ院ؕஜ૰がでƖないのか、ݣᝋの届け出がでƖないの

か、ǱースȐǤǱースでࣖݣとなる。फឋだとすべて N* になる。 
・ᚨؕแをたしているかどうかのଐ々のȇーǿの把握が要。 
 

Ŧ ഏࡇ࠰のોܭにӼけて 

・後発Լ̞数はഏ回ࡑഥƞれ、機能ᚸ̖̞数 1 にፗƖ換えƞれるであろう。 
・ᐮ床ࣖဇも ,&'2003 ༿が࠰ 30 から࠰ 2013 ወ計はすでに׆༿になる。Ტര࠰ 2013 ༿を̅࠰

ဇᲣ。ȇーǿ提出ьምምܭ医療機᧙、'3& 病院は、ૼでǪーȈǳーȇǣȳǰしたもののᄩᛐ˺

ಅがဃơるᲢಮࡸ 1 がってくるᲣ。 
・Ъᨊ 50 ˑ ૼᚨ 120 ˑ 545 ˑに٭がある。ȒǢȪȳǰでૼᙹǳーȉをどのǑうに̅ဇする

か、ЪᨊǳーȉをどれにፗƖ換えるか、名ᆅ٭ǳーȉを˴に٭するかなどのᄩᛐᛦ௹が行わ

れる。 

報告
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・ᢒᨠ医療、धᎍ情إのσஊᲢ地域連携、在ܡᲣはᚸ̖ƞれるのではないか。 
・ᐮ床ٟྸ࣎がܼになり、 30 ࠰ 4 உ以ᨀにᛓဃする。Ӗ᬴をどこまでᛐめるかな

ど、ҽဃіႾのțームȚーǸでπᛐࠖྸ࣎をᛦべるとਫ਼᠍ƞれている。 
 
Ŧ ᡉ・فถໜ情إ等 
ဇȪȏᲢଔ期ȪȏᲣ13ࡑ・ 単ˮに௹ܭ。問い合わせたኽௐ、ᙙၫがあるのでॸ性ৢいとなり௹ܭ

となった。 
・Ƕȳǿȃǯද 5 ଐ後の૾ٲからʙ始でஔ৲ᕤしたǶȳǿȃǯがǳȡȳȈ˄Ɩでも௹ܭƞれ

た。 
・3 உ 12 ଐからᢊែʩᡫඥがોദƞれ、75 ബ以上からᛐჷ機能౨௹必要。ွわしい場合は、ɼ

医のᚮૺが必要になる。ᚮૺ૰は自ᝲで౨௹૰はွい病名を˄けて̬ᨖでምܭ可能。医ࠖ˟

でࡽƖを˺中。 
・μがǜႇ ᇌがǜᄂᆮǻȳǿーǁႺǪȳȩǤȳႇが可能になる。ዓƖがᣁᡛƞれる

のでဎᛪを行うᲢǪȳȩǤȳでなくても 3') でჄǁの提出可能Უ。ᦒၘдのϼ૾や、がǜをွっ

たኰʼを行った場合でもႇが必要になる。ႇを行わないとരʧᚮૺǑりᢓりᛦ௹が行われ

ਦઇƞれる。 
・'3& ምܭ病院 ɟ連λ院であったが、ᡚ院ૅੲьምを 2 回Ⴘᡚ院でもምܭして௹ܭ。 
・λ院ǻȃȈの̖࠘ ؕஜǻȃȈ、Ქᘘあり、ǪムȄ多・ݲなど̖࠘にȐȪǨーǷȧȳをਤ

たせている医療機᧙多数。ဃ̬ᜱӖዅᎍは̬ᜱᝲでまかなえるርࣖݣしている。 
・᭗᫇医療˄のإԓ 病院で˄λした࢟でဎᛪし、ࢫǑりਰᡂあり。धᎍ自ࠁ担を

உ 5,000 όで回ӓしている。 
・ȪȏȓȪȆーǷȧȳ 転λΨ医療機᧙で࣎၌धȪȏをምܭ。$'/ ˯下し自院ǁ転院するが、࣎Ȫ

ȏの届け出をしていないのでǵーȓスで行なっている。Э院とӷơ၌धȪȏをምܭしないといけ

ないか。ɼとなる၌धでምܭとなっているのでီなる၌धȪȏでも 2.。発ၐଐは最Иにᚮૺし

たଐもしくは、情إ提供からЙૺでƖるଐでምܭ。 
・ᚮ療情إሥྸ体制ьም 2 ,&' しているのであればಮܭ分౨ኧ૾ඥは、ȇーǿ提出ьምをምٻ

ࡸ 1 でਁ出でƖるので、Кで˺する必要なし。  
・ҽဃޅではಮࡸ 9 のᆳ合ȗȭǰȩムがある。܌ᲢڿなどᲣ、スȚースᢌいでも問い合わせが

λるのでදॖが必要。 
・ᛐჷၐǱǢьም ٳͻ性Ꮿ出ᘉのधᎍが 1 ȶஉ後にૼᙹλ院したが、ዒዓとᙸなƞれ௹ܭ。 
・下Ꮓ৾ෞ動Ꮶ၌धਦݰሥྸьም ٻᐅからЏૺしたʴはਦݰしǑうがないのではないかと௹ܭ。

ьምなのでधᎍ̾ʴではなくて医療機᧙のᚨؕแではないか。ϐ提出をᚾǈる。 
・ӷɟधᎍでᢃ動֥Ȫȏがμて௹13 ܭ 単ˮ以ϋなのでǳȡȳȈƭけていなかったが発ၐがかな

り古いのでॖԛがないのではとのこと。医ܖ的ǳȡȳȈを求められた。 
・他ᅹӖᚮᄩᛐのᡉ ǫȫȆ上他ᅹӖᚮのޗഭなし、病状を考えてもなしᲢମ࠰ 9 உにരʧᲣ、

ܼଈもλ院中の期᧓であった。ؕに連ዂしたところ、ƀǑくあるので、ᛦべてもわからなかっ

たらそのଓをいて、ถໜせƣにᡉҲすればᑣい。Ɓとإԓあり。  
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医療政ሊሊۀܭՃ˟Ჩᅈ˟̬ᨖ部˟ 
医ʙಅѦᄂᆮ˟Ტ4 உᲣ 

 
 ፦ڤဋف ԓ ᎍ：ᅈ˟医療ඥʴ名古屋ᚡࣞᝠׇ ૼဃ˟ᇹɟ病院 إ

ଐ    ： 29 ࠰ 4 உ 20 ଐᲢஙᲣ14：00᳸ 

場    ：ग़ჷჄ医ࠖ˟ � ᨞ ᄂ̲ܴ 

Ӌьʴ数：34 名Ტᙐ数出ࠗᚨ 5 ᚨᲣ 

 
Ŧ إԓᎍᩃज़ 
  28 からܭのોࡇ࠰ 1 にܭがኺƪ、ኺᢅਜ਼ፗ等もほǅኳわりましたが、既にഏ回のӷો࠰

Ӽけた中医協の౨᚛が始まっています。中医協ではಮ々なᙻໜからЭ回のોܭの౨ᚰを៊まえ˴が

ᛢ᫆であり、どうᚐൿをしていくかの議ᛯが行われています。٭となったໜ数のǈをᙸるのでは

なく、٭ƞれるྸဌをჷることでこのέの医療とʼᜱの૾Ӽ性がᙸえてくるのかもしれませǜ。 
 
：ഏ回͵ଐ ی 29 ࠰ 5 உ 18 ଐᲢஙᲣ14�00 � ᨞ᄂ̲ܴ 
 
3 ی உ 22 ଐにʙѦ部˟ᄂ̲˟のž 30 ࠰ 4 உᚮ療إᣛ・ʼᜱإᣛӷોܭをٻᏐʖยſが

͵ƞれました。その中にありましたが、ʼᜱのȪȏȓȪǱǢȞȍǸȡȳȈьምと医療のȪȏȓȪ

Ⴘᚨૅܭੲ等ьምのኜƮけや、医療のᡚ院ૅੲьምからのʼᜱͨのӖλьምのᚨܭなどもഏ回

のӷોܭで行われていくのかもしれませǜ。中医協での౨᚛ϋܾやʼᜱ̬ᨖにƭいてもѠ強し

てƓくとǑいでしǐう。 
 
 等إถໜ情ف・ᡉ ی
するもܭဇၐͅ፭ȪȏȓȪのዒዓでምࡑ・ 13 単ˮまでに௹ܭ。ᛇᚡをᚡ᠍しϐݙ௹ǁ。 
 。ၐでแଐ数をឬえて実している医療機᧙はほとǜどないܭܤဇၐͅ፭、ᢃ動֥ɧࡑ 
・᧓ٳӖᚮの᪳りをችምするǿǤȟȳǰにƭいて、Ӗᚮ፻ଐにधᎍ担分をέに᪳りからች

ምしてǑいかᲹăधᎍがϐஹ院したᨥにችምしている医療機᧙がほとǜど。 
・3 உで地ϋμ᩿ᅠにしたのでምܭでƖるьምを届出していくʖܭ。 
・ȬǻȗȈȁǧȃǯのᨥにधᎍǁのᛪ求᫇がᡉになる場合、ࠀしஆえかȞǤȊスᘙᅆとする

かᲹăࠀしஆえしている医療機᧙がほとǜど。ȬǻǳȳでࠀしஆえにするとЭのޗഭがЪᨊƞれ

てസらなくなるためᒊॾしている。 
・ᩓ܇ǫȫȆに૨等をスǭȣȳӕりᡂǈしているが、真ദ性のないスǭȣȳの場合そのҾஜをど

こまで̬存すべƖか、ဃԡ̬ᨖのᚮૺ等は̬存፯ѦはないのではᲹ 
・ᛦдとのᆳ合ໜ౨でǢーȁスȈ 1�25PJ とȊȈȪȃǯスᥪの́ဇだがȊȈȪȃǯスᥪがМބдに

はあたらないとのྸဌでǢーȁスȈが௹ܭ。医ࠖはМބдとして́ဇしているためϐݙ௹ǁ。 
・ᡢௌधᎍでᡢௌ始ଐがɧଢなधᎍがいるが、ȬǻȗȈにᡢௌ始ଐをᚡ᠍でƖないがǑいかᲹ

ăݰλ期でなければ必᪰ではないのでǑい。 
・地域ѼਙǱǢ病で % Ꮑ໒の৴ǦǤȫスдのȐȩǯȫーȉᥪが '  。可だがܭም。ܭ௹

報告
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・ໜᱠᕤがᑶብၐで௹ܭ、今後はǢȬȫǮー性ᱠ໒とする。 
・地域ѼਙǱǢ病や回復期Ȫȏ病からᡚ院後のٳஹでの౨௹Йૺ૰等が௹ܭ。 
・ӫឱᭌ৵で回復期Ȫȏ病にλ院しǢǦȈǫムのᨊٳになっているधᎍがλ院中にឱᭌ৵発ၐ、

ȪȏȓȪ的にはᚸ̖のしႺしがあるのでそのໜでϐࡇǢǦȈǫムᚸ̖のᨊٳにしたいがǑい

かᲹăኺ᬴のある病院なし、最ИにᨊٳしているのでそのままではᲹ 
・ᛐჷၐǱǢьምをλ院 4 ଐႸから 14 ଐ᧓ምܭが 4 ଐ௹ܭ、ွ፯ᚐでλ院ଐからとଢᚡƞれて

いる。 
・ᘐ後ᚇݑのᡚ院ϼ૾でॸ性病名にݣするϼ૾が 14 ଐまでに௹ܭ。 
 。ܭ௹ሂȈȭȝニȳ౨௹が࣎ᩓ図をせƣに࣎・
・5 உ 30 ଐに行ƞれる̾ʴ情̬إᜱඥのોദで、要ᣐॾ̾ʴ情إの中にͤࡍᚮૺኽௐがԃまれ

る。˖ಅからのۀᚠͤᚮの場合のӕৢいにදॖが必要、ᛇしくჷる必要あり。 
・10 உǑり医療療のဃ療แ担᫇が٭となる。धᎍ担がفえるためधᎍǁのᛟଢが

必要となる。医ࠖ˟等から出ƞれるだろうਫ਼ᅆȑȳȕȬȃȈをဇする。 
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 29  ବのӗѱ ࠰

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 29 ࠰ 4 உ 29 ଐ、政ࡅはବのӗѱを発ˋしました。࢘協˟˟ՃのえあるӖᇘᎍです。 

 。からƓᅔいをဎし上ƛます࣎

 
 
 

⍞ᐆᑠ⥓❶�

ᅈ˟医療ඥʴ ᝠׇૼԧ˟ 
ྸʙᧈ ஜ ᨙМ έဃ 

 
   医療ඥʴ ƞわらƼ˟ 
    ྸʙᧈ ޛஜ ܑʂ έဃ 
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連絡事項　　　No.107

目　　次
　　　― 連　 絡　 事　 項 ―

　　　【厚生労働省・愛知県から】

34　・指定地方公共機関の指定について（通知）

34　・レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について

（通知）

35　・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 2条第15項に規定

する指定薬物及び同法第76条の 4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正につい

て（通知）

36　・新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外

使用について（通知）

38　・ファビピラビル製剤の承認条件変更に当たっての留意事項について（通知）

39　・「災害時における医薬品等供給マニュアル（暫定版）」について（通知）

41　・新医薬品の再審査期間の延長について（通知）

41　・ソホスブビル製剤の製造販売後調査及び適正使用への協力のお願いについて（通知）

41　・地域医療連携法人認定の認可について（通知）

44　・愛知県病院開設等許可事務取扱要領の一部改正について（通知）

48　・「予防接種による間違い報告」などについて

49　・フォロデシン塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について（通知）

50　・医療事故の再発防止に向けた提言第 1号の公表について

51　・新医薬品等の再審査結果　平成28年度（その 4）について（通知）

53　・「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の改正について（通知）

この記事は、一般社団法人愛知県病院協会のご協力をいただき編集しています。
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会報（愛知県病院協会）  第274号　平成29年5月34

関係行政機関からの

【厚生労働省・愛知県から】
指定地方公共機関の指定について（通知）
・28防危第547号　平成29年2月28日　愛知県防災局長（担当　防災危機管理課政策・企画グループ　

052-954-6191）
　このたび、災害対策基本法第2条第6号の規定に基づき、一般社団法人愛知県病院協会を平成29年2
月28日付け愛知県告示第72号（同日付け愛知県公報第3362号掲載）により指定地方公共機関に指定し
ました。

レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の使用に当たっての安全管理手順の改訂について（通知）
・28医安第1105号　平成29年2月28日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課監視グルー

プ　052-954-6344、薬事グループ　052-954-6303　生産グループ　052-954-6304）
・薬生薬審発0215第1号、薬生安発0215第1号　平成29年2月15日　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品

審査管理課長、安全対策課長
　レナリドミド製剤（販売名：レブラミドカプセル2.5mg及び同5㎎）及びポマリドミド製剤（販売名：
ポマリストカプセル1㎎、同2㎎、同3㎎及び同4㎎）は、催奇形性が認められていることから、その製
造販売承認に際して、製造販売業者に対して胎児への薬剤曝露を防止するための厳格な管理手順とし
て「レブラミド・ポマリスト適正管理手順（RevMate）」（以下「RevMate」という。）の策定を義務
づけています。
　今般、医療機関でレナリドミド製剤を誤投与する事案が発生したことから、「サリドマイド、レナ
リドミド及びポマリドミド製剤の院内処方薬の取扱いについて」（平成28年8月4日付け医政総発0804
第1号・薬生安発0804第3号、厚生労働省医政局総務課長、医薬・生活衛生局安全対策課長連名通知）
を発出し、新たな注意喚起を行いました。当該通知及び平成28年度に発生した誤投与事例（略）を踏
まえて、入院時の薬剤管理に関する記載、病棟看護師等への情報提供等の手続きをRevMateに追加す
るなどの所要の改訂を行うこととし、平成29年1月24日の薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会
安全対策調査会での審議を経て了承されました。
　今回のRevMateの改訂の概要については、下記のとおりです。今後、改訂されたRevMate加に基づき、
レナリドミド製剤及びポマリドミド製剤の安全確保の徹底がなされるよう、貴管下の医療機関に対し
て周知・指導をお願いいたします。
　なお、下記改訂を反映したRevMateについては、セルジーン株式会社のホームページ（http://
www. revmate-japan. ip/index. html）に、本通知日以降に掲載される予定であることを申し添えます。

記
　（1）用語として、新たに「RevMate 手順に関わる薬剤B市」及び「病棟看護師」を定義する。
　（2）提供資材及び教育に関して、次の事項をRevMate に規定する。
　　①　提供資材に看護師用教育資材を追加する。
　　②　資材の提供先に「RevMate 手順に関わる薬剤師」及び「病棟看護師」を追加する。
　（3）入院時の薬剤管理に関して、次の事項をRevMate に規定する。
　　①　他の薬剤と区別すること。
　　②　配薬時の本人確認を徹底すること。
　　③　服薬後のPTPシートの回収など、適切な服薬確認を行うこと。
　　④　他院からの薬剤の持ち込み時や、一次帰宅時等の薬剤管理の手順を設定すること。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬
物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について（通知）
・28医安第1135号　平成29年3月1日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課監視グルー

プ　052-954-6344）
・薬生発0224第2号　平成29年2月24日　厚生労働省医薬・生活衛生局長
　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以
下「法」という。）第2条第15項に規定する指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医
療等の用途を定める省令（平成19年厚生労働省令第14号）において定めています。
　本日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定す
る指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令（平成29
年厚生労働省令第12号）が公布されましたので、下記について御了知の上、関係各方面に対する周知
と適切な指導をお願い申し上げます。

記
1. 指定薬物の指定
　（1）新たに指定された物質
　　 　次に掲げる6物質について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用（当該作用の維持

又は強化の作用を含む。）を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生
上の危害が発生する恐れがあると認められたことから、法第2条第15項に規定する指定薬物とし
て指定した。

　　① N－（1－アダマンチル）－1－［（テトラヒドロ－2H－ピラン－4－イル）メチル］－1H－イン
ダゾール－3－カルボキサミド及びその塩類

　　② N－（2－アダマンチル）－1－［（テトラヒドロ－2H－ピラン－4－イル）メチル］－1H－イン
ダゾール－3－カルボキサミド及びその塩類

　　③2－（エチルアミノ）－2－（チオフェン－2－イル）シクロヘキサノン及び塩類
　　④N－（1－フェネチルピペリジン－4－イル）－N－フェニルブタンアミド及びその塩類
　　⑤2－（2－フルオロフェニル）－3－メチルモルフォリン及びその塩類
　　⑥ メチル＝3－（3,4－ジクロロフェニル）－8－メチル－8－アザビシクロ［3.2.1］オクタン－2－

カルボキシラート及びその塩類
　（2）指定された物質を含む物
　　 　（1）に掲げる物質のいずれかを含有する物（ただし、元来これらの物質を含有する植物を除く。）

は、指定薬物であり、規制の対象となる。
2. 医療等の用途の規定
　上記1.に示した物質について、次に掲げる用途を法第76条の4に規定する医療等の用途として定めた。
　（1）次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
　　①国の機関
　　②地方公共団体及びその機関
　　③ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法

人法（平成15年法律第112号）第2条第4項に規定する大学共同利用機関
　　④ 独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独

立行政法人法（平成15年法律第118号）第2条第1項に規定する地方独立行政法人
　（2）法第69条第4項に規定する試験の用途
　（3）法第76条の6第1項に規定する検査の用途
　（4）犯罪鑑識の用途
　（5 ）（1）から（4）までに掲げる用途のほか、以下の表の左欄に掲げる物にあっては、右欄に掲げ

る用途
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2－（エチルアミノ）－2－（チオフェン－2－イル）
シクロヘキサノン、その塩類及びこれらを含有す
る物

学術研究又は試験検査の用途（ただし、第一号に
掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に
使用する場合以外の場合に限る。）

　（6 ）（1）から（5）までに掲げる用途のほか、厚生労働大臣が人の身体に対する危害の発生を伴う
おそれがないと認めた用途

3. 施行期日
　公布の日（平成29年2月24日）から起算して10日を経過した日（平成29年3月6日）から施行する。

新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用につい
て（通知）
・28医安第1148号　平成29年3月10日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課監視グルー

プ　052-954-6344、生産グループ　052-954-6304）
・薬生薬審発0302第4号、薬生安発0302第1号　平成29年3月2日　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品

審査管理課長、安全対策課長
　薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品については、平成22年8月
30日付け薬食審査発0830第9号・薬食安発0830第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び安全対策
課長連名通知「薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使
用について」（以下「連名通知」という。）にて各都道府県衛生主管部　（局）長宛て通知しましたが、
平成29年3月2日開催の薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会において、別添の医薬品について、医療
上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議報告書に基づき、公知申請についての事前評価が行わ
れ、公知申請を行っても差し支えないとされました。
　つきましては、別添の医薬品について、連名通知における取扱いと同様の取扱いを行っていただき
ますよう、貴管下関係医療機関及び関係製造販売業者に対する周知徹底及び御指導方よろしくお願い
いたします。

（別添）
1. 一般名：アセチルコリン塩化物
　販売名：オビソート注射用0.1g
　会社名：第一三共株式会社
　追記される予定の効能・効果
　　　冠動脈造影検査時の冠攣縮薬物誘発試験における冠攣縮の誘発
　追記される予定の用法・用量
　　 　冠攣縮薬物誘発試験には、アセチルコリン塩化物を生理食塩液に溶解し、冠動脈内に注入する。

左冠動脈への注入から開始し、アセチルコリン塩化物として通常、20、 50、100μgを冠攣縮が誘
発されるまで5分間隔で段階的に各20秒間かけて注入する。また、右冠動脈には通常、20、50μg
を冠攣縮が誘発されるまで5分間隔で段階的に各20秒間かけて注入する。

　追記される予定の注意喚起
　　【警告】
　　・ 本剤の冠動脈内への投与は、緊急時に十分措置できる医療施設において、冠攣縮性狭心症の診

断及び治療に十分な知識と経験をもつ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例にの
み行うこと。

　　・ 冠攣縮の誘発により、血圧低下や心原性ショック、重症不整脈（心室頻拍、心室細動、心房細動、
房室ブロック、徐脈等）、心筋梗塞、心停止等が生じる可能性があるため、蘇生処置ができる
準備をしておくこと。冠攣縮薬物誘発試験中は血圧及び心電図等の継続した監視を行い、注意
深く患者を観察すること。

　　　また、検査の継続が困難と判断した場合には検査を中断すること。
　　【禁忌】（下線部追記）
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　　3.  重篤な心疾患のある患者（冠攣縮薬物誘発試験に使用する場合を除く）［心拍数、心拍出量の
減少により、症状が悪化するおそれがある。1

　　【効能・効果に関連する使用上の注意】
　　　 　冠攣縮薬物誘発試験における冠攣縮の誘発に本剤を使用する際は、最新の関連するガイドラ

インを参考に投与の適否を検討すること。特に左冠動脈主幹部病変例、閉塞病変を含む多枝冠
動脈病変例、高度心機能低下例及び未治療のうっ血性心不全例等では、誘発された冠攣縮によ
り致死的となりうる重症の合併症の発現が強く予測されるため、本剤を用いた冠攣縮誘発試験
の適応の可否の判断は慎重に行うこと。

　　【用法・用量に関連する使用上の注意】
　　　　本剤の希釈は以下の表を参考にし、投与には投与液1から3を用いること。
＜本剤の希釈方法＞

希釈液 操作 アセチルコリン
塩化物濃度

A 本剤0.1g （1アンプル）に日局生理食塩液1mLを加え、溶解する。アンプ
ル中の溶解液をとり、日局生理食塩液100mLに希釈する。 1000μ g/mL

B 希釈液A 2mLをとり、日局生理食塩液100mLに希釈する。 20 μ g/mL

投与液 操作 アセチルコリン
塩化物濃度

1 注射器で日局生理食塩液4mLをとり、希釈液B 1mLを加え、 20μg投与
用として用いる。 20μ g/5mL

2 注射器で日局生理食塩液2.5mLをとり、希釈液B 2.5mLを加え、 50μg投
与用として用いる。 50 μ g/5mL

3 注射器で希釈液B 5mLをとり、 100μg投与用として用いる。 100 μ g/5mL

　　【重要な基本的注意】
　　　 　冠攣縮の誘発により、血圧低下や心原性ショック、重症不整脈（心室頻拍、心室細動、心房

細動、房室ブロック、徐脈等）、心筋梗塞、心停止等が生じる可能性があるため、使用に際し
て以下の点に留意すること。

　　　1 ）冠攣縮薬物誘発試験中は、バックアップペーシングを行い、血圧、心拍数、心電図及び自
他覚所見等の観察を注意深く行うこと。

　　　2 ）これらの事象が生じた際に、適切な処置（冠攣縮の寛解に対するニトログリセリン等の硝
酸薬の投与、血圧低下に対するドパミン塩酸塩等の昇圧薬の投与、重症不整脈に対する電気
的除細動等）を速やかに行うことができるよう十分な準備をすること。

　　　3 ）検査の継続が困難と判断した場合には検査を中断すること。
2. 一般名：リツキシマブ（遺伝子組換え）
　販売名：リツキサン注10mg/mL
　会社名：全薬工業株式会社
　追記される予定の効能・効果：
　　　慢性特発性血小板減少性紫斑病
　追記される予定の用法・用量：
　　 　通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として1回量375mg/㎡ を1週間間隔で4回点滴

静注する。
　追加される予定の注意喚起
　　【警告】（下線部追記）
　　　 　本剤の投与は、緊急時に十分に対応できる医療施設において、造血器腫傷、自己免疫疾患、

ネフローゼ症候群及び慢性特発性血小板減少性紫斑病の治療、並びに腎移植あるいは肝移植に
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対して、十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症例のみに行
うこと。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同
意を得てから投与を開始すること。

　　【効能・効果に関連する使用上の注意】
　　　・ 慢性特発性血小板減少性紫斑病に用いる場合は、他の治療にて十分な効果が得られない場合、

又は忍容性に問題があると考えられる場合にのみ使用を考慮すること。
　　　・ 慢性特発性血小板減少性紫斑病に用いる場合は、血小板数、臨床症状からみて出血リスクが

高いと考えられる場合に使用すること。
　　【重要な基本的注意】
　　　 　慢性特発性血小板減少性紫斑病に用いる場合、血小板数の過剰増加があらわれたとの報告が

あるため、血小板数を定期的に測定し、異常が認められた場合は本剤の投与を中止するなど適
切な処置を行うこと。

ファビピラビル製剤の承認条件変更に当たっての留意事項について（通知）
・28医安第1149号　平成29年3月13日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課監視グルー

プ　052-954-6344、生産グループ　052-954-6304、薬事グループ　052-954-6303）
・薬生薬審発0303第9号　平成29年3月3日　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
　ファビピラビル製剤（販売名：アビガン錠200mg）（以下「本剤」という。）は、既存の抗インフル
エンザウイルス薬とは異なる作用機序を有する薬剤であることから、他の抗インフルエンザウイルス
薬が無効又は効果不十分な新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症が発生し、本剤を当該イン
フルエンザウイルスへの対策に使用すると国が判断した場合にのみ、患者への投与が検討される医薬
品であり、「新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症（ただし、他の抗インフルエンザウイル
ス薬が無効又は効果不十分なものに限る。）」を効能又は効果として平成 26年3月24日に承認しました。
この承認に際し、本剤は、有効性を示す臨床試験の成績が限られており、かつ、ヒトにおいて催奇形
性を有する可能性があることから、追加の臨床試験を実施することや、厚生労働大臣の要請がない限
りは製造を行わないこと等の条件として付した上で、平成 26年3月24日付け薬食審査発 0324第 1号厚
生労働省医薬食品局審査管理課長通知「ファビピラビル製剤の使用に当たっての留意事項について」
において、留意事項の周知を行ってきました。
　今般、承認取得者より提出された追加の臨床試験成績等に基づき、本日、承認条件を変更いたしま
したが、引き続き下記の点について留意されるよう、貴管下の医療機関及び薬局に対する周知をお願
いします。
　なお、平成26年3月24日付け薬食審査発0324第 1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「ファビ
ピラビル製剤の使用に当たっての留意事項について」は廃止します。
1. 本剤の承認条件について
　本日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律第 145
号）第 79条第1項の規定により、本剤の承認条件を変更し、以下のとおりとしたこと。
　【承認条件】
　（1）医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
　（2 ）本剤の使用実態下における有効性及び安全性について十分な検討が必要であることから、適切

な製造販売後調査等を実施すること。
　（3）厚生労働大臣の要請がない限りは、製造販売を行わないこと。
　（4 ）製造販売する際には、通常のインフルエンザウイルス感染症に使用されることのないよう厳格

な流通管理及び十分な安全対策を実施すること。
　（5 ）本剤の投与が適切と判断される症例のみを対象に、あらかじめ患者又はその家族に有効性及び

危険性が文書をもって説明され、文書による同意を得てから初めて投与されるよう、厳格かつ適
正な措置を講じること。

2. 本剤の効能又は効果について
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　（1 ）本剤の効能又は効果における「新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症」とは、感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）第6条第7項第1号
の「新型インフルエンザ」及び同項第2号の「再興型インフルエンザ」（以下、「新型インフルエ
ンザ等」という。）を指すこと。

　（2 ）本剤の効能又は効果における「他の抗インフルエンザウイルス薬が無効又は効果不十分なもの」
とは、新型インフルエンザ等のうち、他の抗インフルエンザウィルス薬が無効又は効果不十分な
ものと国が判断したものを指すこと。

3. 本剤の製造販売及び流通について
　（1 ）本剤の製造販売については、承認条件の（3）のとおり、厚生労働大臣の要請がない限りは行

われないこと。
　（2 ）本剤が製造販売される場合には、承認条件の（4）のとおり、通常のインフルエンザウィルス

感染症に使用されることのないよう厳格な流通管理が実施されること。流通管理の詳細について
は、今後、別途通知する予定であること。

4. 本剤の適正使用について
　（1 ）本剤は、他の抗インフルエンザウィルス薬が無効又は効果不十分な新型又は再興型インフルエ

ンザウィルス感染症が発生し、本剤を当該インフルエンザウィルスへの対策に使用すると国が判
断した場合にのみ、患者への投与が検討される医薬品であること。

　（2 ）国が本剤を前記の対策に使用すると判断した場合には、国が示す当該インフルエンザウィルス
への対策の情報及び最新の本剤の添付文書等、最新の情報を随時参照し、本剤の投与が適切と判
断される症例のみを対象に使用すること。

　（3 ）本剤は動物実験において催奇形性が確認されていることから、投与の検討に当たっては、本剤
の警告及び禁忌のうち、以下の内容について、特段の留意をお願いすること。

　　【警告】
　　1.  動物実験において、本剤は初期胚の致死及び催奇形性が確認されていることから、妊婦又は妊

娠している可能性のある婦人には投与しないこと。
　　2.  妊娠する可能性のある婦人に投与する場合は、投与開始前に妊娠検査を行い、陰性であること

を確認した上で、投与を開始すること。また、その危険性について十分に説明した上で、投与
期間中及び投与終了後7日間はパートナーと共に極めて有効な避妊法の実施を徹底するよう指導
すること。なお、本剤の投与期間中に妊娠が疑われる場合には、直ちに投与を中止し、医師等
に連絡するよう患者を指導すること。

　　3.  本剤は精液中へ移行することから、男性患者に投与する際は、その危険性について十分に説明
した上で、投与期間中及び投与終了後7日間まで、性交渉を行う場合は極めて有効な避妊法の実
施を徹底（男性は必ずコンドームを着用）するよう指導すること。また、この期間中は妊婦と
の性交渉を行わせないこと。

　　【禁忌】
　　1. 妊婦又は妊娠している可育尉生のある婦人
　　　　〔動物実験において初期胚の致死及び催奇形性が認められている〕
　　　（4 ）（1）から（3）により、実際に本剤が使用される場合には、使用に先立ち、あらかじめ患

者又はその家族に有効性及び危険性について文書をもって説明し、文書による同意を得てか
ら初めて投与すること。

「災害時における医薬品等供給マニュアル（暫定版）」について（通知）
・28医安第1152号　平成29年3月10日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課薬事グルー

プ　052-954-6303）
　災害薬事コーディネーターの設置及び災害医薬品等の備蓄拠点の変更に伴い、「災害時における医
薬品等供給マニュアル（暫定版）」」を一部改正しました。
　今後はこのマニュアルに沿って災害時の医薬品等の供給を行ってまいりますので、引き続き本県に
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おける災害時の医薬品等供給に御協力いただきますようお願いします。
　なお、南海トラフ巨大人心の被害想定等により医薬品等の備蓄場所、数量等の内容を見直す可能性
があることから、暫定版としておりますので御承知ください。
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新医薬品の再審査期間の延長について（通知）
・28医安第1150号　平成29年3月15日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課監視グルー

プ　052-954-6344、生産グループ　052-954-6304）
・薬生薬審発0303第9号　平成29年3月3日　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第
14条の4第2項に規定に基づき、下記のとおり新医薬品の再審査期間が延長されたので、御了知のうえ
関係各方面に対し周知されるようお取り計らい願いたい。

記
　小児集団における使用経験の情報を集積するため、小児の要領設定に関する治験を実施する必要が
あると認められたもの
　　アロキシ静注0.75㎎、アロキシ点滴静注バッグ0.75㎎（大鵬薬品工業株式会社）
　　延長された再審査期間：平成32年1月19日

ソホスブビル製剤の製造販売後調査及び適正使用への協力のお願いについて（通知）
・28医安第1205号、健対第3168号　平成29年3月31日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬

安全課監視グループ　052-954-6344、生産グループ　052-954-6304）
・薬生薬審発0324第4号　平成29年3月24日　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
　ソホスブビル製剤（販売名：ソバルディ錠 400mg、以下「本剤」という。）については、本日、「セ
ログループ 1（ジェノタイプ 1）又はセログループ 2 （ジェノタイプ2）のいずれにも該当しない患者
のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」を効能・効果に追加する製造販売
承認事項一部変更承認（以下「本承認」という。）を行ったところです。
　本承認に際して、国内のジェノタイプ 3の C型慢性肝炎又は C型代償性肝硬変患者におけるソホス
ブビル及びリバビリン併用レジメンの使用経験が極めて限られており、またジェノタイプ 4～6の C型
慢性肝炎又はC型代償性肝硬変患者に対するソホスブビル及びリバビリン併用レジメンの使用経験は
ないことから、製造販売後にこれらの患者におけるソホスブビル及びリバビリン併用レジメンの有効
性及び安全性に関する情報を可能な限り早期に収集し、医療現場に適切に情報提供することが重要と
考えます。
　一方、国内のジェノタイプ 3～6のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変の患者数は極めて限られてい
ることから、これらの患者の情報を可能な限り収集できるよう、製造販売業者が実施する製造販売後
調査に対しご協力いただきたく、貴管下の医療機関等（特に都道府県が指定する肝疾患診療連携拠点
病院及び肝炎治療特別促進事業実施要綱に定める対象医療を適切に行うことができるものとして都道
府県が指定する保険医療機関、並びに都道府県が選定するエイズ治療拠点病院及び中核拠点病院）に
対する周知をお願いします。
　また、本剤が添付文書等の情報に基づき適正に使用されるよう、併せて周知をお願いします。

地域医療連携法人認定の認可について（通知）
・29医務第85号　平成29年4月2日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務画課医療指導グルー

プ　052-954-6275）
　下記の法人に係るこのことについて認可しましたので、参考にしてください。

記
法　人　名　　　　一般社団法人尾三会
認定年月日　　　　平成29年4月2日
医療連携推進方針　別添1のとおり
附帯決議　　　　　別添2のとおり
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（別添1）
医療連携推進方針

1. 　医療連携推進区域
　　愛知県名古屋市緑区、名古屋市天白区、岡崎市、豊川市、刈谷市、豊田市、東海市、大府市、
　　知立市、豊明市、日進市、みよし市、愛知郡東郷町
2. 　参加法人
　・南医療生活協同組合　総合病院南生協病院
　・医療法人清水会　相生山病院
　・医療法人なるみ会　第一なるみ病院
　・医療法人コジマ会　ジャパン藤脳クリニック
　・医療法人みどり訪問クリニック　みどり訪問クリニック
　・医療法人並木会　並木病院
　・医療法人愛整会　北斗病院
　・医療法人鉄友会　宇野病院
　・医療法人十全会　三嶋内科病院
　・医療法人葵　葵セントラル病院
　・医療法人宝美会　総合青山病院
　・医療法人明和会　辻村外科病院
　・医療法人社団同仁会　一里山・今井病院
　・公益財団法人　豊田地域医療センター
　・医療法人贈恩会　小嶋病院
　・医療法人利靖会　前原整形外科リハビリテーションクリニック
　・医療法人　秋田病院
　・学校法人藤田学園　藤田保健衛生大学病院
　・社会福祉法人　あかいけ寿老会　特別養護老人ホーム寿老苑
　・医療法人名翔会　老人保健施設和合の里
3. 　理念・運営方針
　（理念）
　 　尾三会は、広域をカバーする高度・専門医療を安定的に供給する一方で、地域住民の皆様が住み

慣れた地域を中心に、切れ目なく適切な医療・介護サービスを利用できるよう、高度急性期医療と
地域包括ケアの連携モデルを構築し、愛知県地域医療構想の確実な実現に貢献いたします。

　（運営方針）
　 　尾三会では、愛知県地域医療構想実現のため、以下の取組みを実施いたします。なお、病床機能

調整を含む地域医療構想は、地域医療構想調整会議において検討の上その実現を図るため、尾三会
は、参加法人を通じ、地域医療構想実現に向けてのノウハウや仕組みの提供、医療従事者の質の向
上や職員派遣といった支援により、地域医療構想の実現に寄与いたします。

　① 　特定機能病院として広域への高度急性期医療の提供や、医療資源（医療従事者等）の適正配置
及び医療・介護連携モデルの提供等を通じて回復期病床及び在宅診療等の充実化を促進いたしま
す。

　② 　広域を担う特定機能病院と、地域医療構想区域の地域包括モデルとの連携促進により、地域住
民が住み慣れた地域で、切れ目なく適切な医療・介護サービスを利用できる広域連携モデルの構
築に寄与いたします。

　③ 　厳しい経営環境において持続可能性を維持しつつ、地域医療構想に柔軟に対応できるよう、参
加法人の経営に資する医薬品等の共同購入等を支援いたします。

4. 　病院等相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項及びその目標
　・グループ内施設の機能の分化について
　　 　特定機能病院である藤田保健衛生大学病院は、多くの医療圏をカバーしており、その他のグルー
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プ内施設は連携して各地域に必要な急性期以降の機能を担います。具体的には、医療法人贈恩会
小嶋病院及び医療法人清水会相生山病院は、地域医療構想の枠組みの中で、それぞれ回復期機能
への転換及び充実化を検討しております。

　・ グループ内施設間における医療・介護従事者等の相互派遣を実施し、回復期機能や在宅医療の充
実化を図ります。

　　 　具体的には、特に必要性の高い地域医療構想区域に対し、医療施設従事者が多い尾張東部構想
区域から、不足地域医療構想区域に対し、グループ内施設を通じて派遣を実施し、地域偏在の解消、
回復期機能や在宅医療の充実化を図ります。

　・ 医療・介護従事者向け勉強会や研修業務の共同実施を通じ、回復期機能及び在宅医療の充実化を
図ります。

　　 　具体的には、藤田保健衛生大学地域包括ケア中核センターを中心に、回復期機能や在宅医療に
関わる医療・介護従事者向け研修を実施いたします。研修メニューは、毎期、地域ニーズに合わ
せたプログラムを検討し、毎月の開催を予定しております。

　・ グループ内施設間での患者情報の共有化モデルを確立します。
　　 　具体的には、高度急性期医療を担う藤田保健衛生大学病院の電子カルテシステムを拡張し、高

度急性期から在宅医療までの一連の流れの中で患者情報を電子的に共有します。平成30年度にま
ず1施設へ導入し、平成31年度以降、希望する法人から順次接続いたします。

　・ グループ内施設に対して医療事故調査等に関する業務の連携を実施し、安全な地域医療の実現に
貢献します。

　　 　具体的には、医療事故対応の経験やノウハウ、専門家の知識等膨大なデータを有する藤田保健
衛生大学を中心に、グループ内施設における医療事故発生時の対応を支援し、適切に医療事故報
告制度に基づく調査報告を実施できるようにします。

　・ 医薬品の一括交渉を通じ、グループ内施設の経営の効率化を図ります。
　　 　具体的には、平成29年4月に医薬品購入状況の調査を実施し、平成29年6月中に共同購入希望施

設向け説明会を実施する。実質的な運用は平成29年10月から始めます。
　・医療機器等の共通化及び一括価格交渉を通じ、グループ内施設の経営の効率化を図ります。
　　 　具体的には、平成29年4月からグループ内施設で共通で購入する医療機器の交渉依頼の申し出

があった場合には交渉を開始いたします。
　・グループ内施設における給食サービスの共同化を実施し、適切な配食と経営の効率化を図ります。
　　 　具体的には、藤田保健衛生大学病院が実施している適時適温の食事提供システムを、グループ

内施設で共同実施することを目指します。平成29年4月より実現可能性調査を実施、平成31年12
月頃に実現いたします。

5. 　介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業に関する事項
　・先進的な地域包括ケアモデル情報を地域医療構想区域に対し提供します。
　　 　具体的には、既に豊明市において藤田保健衛生大学が実施している地域包括ケアモデルを参考

に、各地域医療構想区域に適したモデルの構築に貢献いたします。
　・「暮らし」を支える在宅診療のシステム化に貢献いたします。
　　 　具体的には、前述の藤田保健衛生大学が実施している地域包括ケアモデルを参考に、各地域医

療構想区域における医師会と連携し、開業医の先生方が実施する訪問診療を補完する訪問看護等
の体制整備、急変時に備えた24時間365日オンコール体制によるバックアップ、24時間看取りと
ターミナルケアのサポート体制の構築を通じ在宅医療の充実に貢献いたします。

　・介護・医療従事者等の相互派遣を通じて、在宅診療等の充実化に貢献いたします。
　　 　具体的には、各地域医療構想区域の必要度に応じたグループ内施設への派遣を通じて、医療必

要度の高い利用者に対応できる介護施設や在宅診療の充実に貢献いたします。
　・グループ内施設間での患者・利用者情報の共有化モデルを確立します。
　　 　具体的には、前述のとおり、患者及び利用者情報を電子的に共有化する仕組みを構築して活用

し、各医療機関及び介護施設等が連携して患者ニーズに合った適切な医療や介護の継続的な提供
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を実現いたします。

（記載上の注意事項）
○　「2」については、参加法人、参加病院等及び参加介護施設等の名称を記載すること。
○　「4」については、地域医療構想の達成の観点から参加病院等が実施する機能分担及び業務連携に
ついて記載すること。
○　「5」については、医療法第70条の2第4項に基づき、参加病院等及び参加介護施設等の相互間で業
務連携を実施する場合に記載すること。

（別添2）
平成29年3月29日愛知県医療審議会医療体制部会における地域医療連携推進法人の

認定及び代表理事の選定の認可に対する付帯決議文

　地域医療連携推進法人が業務を行う医療連携推進区域は、地域医療構想区域と整合的になるよう定
めることが原則であり、2以上の構想区域にわたる医療連携推進区域を定める場合にはその理由と必
要性について十分精査することが必要であると規定されている。
　今回の認定審査対象法人は愛知県下の7つの構想区域に及ぶものであるが、平成29年3月29日の医療
体制部会での質疑応答は、この点で各委員の疑念を払拭するに至っていない。
　地域医療構想の本来趣旨に基づけば、多数の構想区域にまたがって業務を行おうとする今回の認可
審査対象法人の存在は、各構想区域における自主的な取り組みを阻害し、参加法人とそれ以外の機関
との無用な競争を助長することが強く懸念される。
　愛知県の地域医療構想達成のため、不断の努力を続けている各地域の医療関係者の努力が毀損され
ることがないように、万全の配慮がなされるべきである。

　今回申請された地域医療連携推進法人は、以下の二点を付帯決議事項として認可するものである。
1 　本法人はその参加法人と業務範囲が多数の構想区域にまたがる地域医療連携推進法人であるため、
その法人の事業運営にあたっては、それぞれの構想区域の医療関係者が、地域医療達成に向けて現
在すでに行いつつあり、将来行うとしている取り組み内容を十分に理解し尊重すること。

2 　法人運営がその理念通り適切に運営されている状況について、愛知県医療審議会医療体制部会に、
毎年報告すること。

愛知県病院開設等許可事務取扱要領の一部改正について（通知）
・29医福第3号　平成29年4月3日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医療福祉計画課医療計画

グループ　052-954-6265）
　医療法（昭和23年法律第205号）第7条に基づく許可のうち、病院の開設及び病床数の増加に係る申
請等の取扱いについては、愛知県病院開設等許可事務取扱要領（平成26年4月10日付け26医第12号保
健医療局長通知）により事務処理を行っておりますが、このたび同要領の一部を改正しました。
なお、主な改正内容は下記のとおりです。

記
【主な改正内容】
　○ 　所管保健所が、病院開設等をしようとする者に、予め地区医師会を始め病床整備を進めるに当

たり必要と考えられる地域の関係団体と協議するよう指導することについて規定する。
　○ 　病床整備計画について、地域医療構想を踏まえた病床整備を図る観点から、地域医療構想推進

委員会の意見を聴くこととし、地域医療構想との整合性など審査基準の適合性に疑義がある旨の
意見が付された計画は医療審議会（医療体制部会）の意見を聴くこととする。
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愛知県病院開設等許可事務取扱要領
（日的）
第 1 　医療法（昭和23年法律第205号）第7条の規定に基づく許可のうち、病院の開設、病床数の増加

又は病床種別の変更及び診療所の病床の設置、病床数の増加又は病床種牙1」の変更（以下「病院
開設等」という。）に係る申請等の取扱いについて、手続の公平性.公正性を図るとともに、円滑な
事務処理を行うため、この要領を定める。

（基本方針）
第 2 　本県の病院開設等の病床整備については、愛知県地域保健医療計画（以下「医療計画」　という。）

において定める基準病床数（療養病床及び一般病床については2次医療圏ごとに、精神病床、感染
症病床及び結核病床については全県域で算定したもの。）及び別に定める時点の既存病床数に基づ
き整備することとする。

  2  　病院開設等に係る病床の種別に応じ、その病院又は診療所の所在地を含む2次医療圏又は本県の
区域における既存の病床数が、医療計画において定める基準病床数に既に達している場合又は病院
開設等の病床整備により基準病床数を超えることになる場合における病院開設等（以下「病床過剰
医療圏等における病院開設等」という。）については、今後とも原則として認めない方針であり、
計画中止を指導していくこととする。

　　ただし、次の場合は、例外的に病院開設等を認めるものとする。
　① 　医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第30条の33第1項第1号、第2号、第4丹又は第5号

の規定による補正を行うことにより、既存病床数及び申請病床数に算定しない病床であることを
確認した場合。

　　 　ただし、医療法施行規則第30条の33第1項第1号に規定された医療型障害児入所施設及び療養介
護を行う施設である病院の病床（以下「医療型障害児入所施設等」という。）については、医療
型障害児入所施設等の指導基準（第5）の要件を満たすことを確認した場合。

　② 　医療法第30条の4第8項の規定に基づき、医療法施行規則第30条の32の2第1項に規定する特定の
病床（以下「特定病床」という。）の特例を適用するにあたっては、特定病床の指導基準（第6）
の要件を満たすとともに、当該施設の医療従事者数、病床利用率等の実績や待機患者数等を勘案
するほか、地域（基本的には2次医療圏の圏域であるが、医療機能により広域的になる）の既存
の医療機能を強化してもなお、必要と認められるものであることを確認した場合。

  3  　病院開設等の許可にあたっては、愛知県地域医療構想（以下「地域医療構想」という。）を踏ま
えた病床整備を図る観点等から、各構想区域の地域医療構想推進委員会（以下「推進委員会」とい
う。）の意見を聴くこととする。

（病院開設等の取扱手順）
第3 　病院開設等の取扱いの手順は、次のとおりとする。
　（1）特定病床を除く病院開設等
　　①　事前の相談
　　　 　病院開設等をしようとする者（以下「計画者」という。）から、当該病院等の所在地を管轄

する保健所（以下「所管保健所」という。）に病院開設等の計画に係る相談があった場合は、
所管保健所は当該計画が第4に掲げる基準に適合し、直ちに病院開設等の申請が行える状況な
ど、計画が成熟していると認められる（公的病院等予算措などの理由により着工までに一定の
期間が必要な場合には、計画が確実なことを証する書類により計画の成熟性を確認する）もの
となるよう助言、指導する。

　　　 　また、この場合、所管保健所は、計画者に、病院開設等所在地の地区医師会など地域の関係
団体とその計画内容について協議するよう指導する。

　　　 　なお、所管保健所は、当該計画に係る相談について、速やかに、その存する2次医療圏の基
幹的保健所（一宮保健所、瀬戸保健所、春日井保健所、清須保健所、津島保健所、半田保健所、
衣浦東部保健所、新城保健所及び豊川保健所のことをいう。以下同じ。）及び医療福祉計画課
に計画内容等を通知する。
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　　②　病床整備計画書の提出及び送付
　　　 　所管保健所は、事前の相談が終了した計画者に対して病床整備計画書（以下「計画書」という。

様式1（略））を正本1部・副本1部提出させ、基幹的保健所へ副本を送付するとともに、計画書
の写しを医療福祉計画課へ送付し、協議するものとする。

　　③　推進委員会の意見
　　　 　基幹的保健所は、所管保健所が医療福祉計画課との協議後、推進委員会を開催し、当該計画

について推進委員会の意見を聴き、計画書副本にその意見を付し医療福祉計画課へ送付するも
のとする。

　　④　医療審議会の意見
　　　 　医療福祉計画課は、推進委員会の意見をいた計画のうち、第4に掲げる基準の適合性に疑義

がある旨の見が付された計画について、推進委員会の意見を付して医療審議会の意見を聴くも
のとする。

　　⑤　保健所及び計画者への通知
　　　 　医療福祉計画課は、④の医療審議会の意見を踏まえ、計画の適否について基幹的保健所及び

所管保健所に通知するものとし、所管保健所は、その内容を計画者に通知するものとする。
　　⑥　医療審議会等への報告
　　　 　医療福祉計画課は、基幹的保健所及び所管保健所に通知した計画について医療審議会　に報

告するものとする（医療審識会の意見を聴いた計画は除く）。また、所管保健所（基幹的保健所）
は、医療福祉計画課から⑤の通知があった計画について推進委員会及び圏域保健医療福祉推進
会議に報告するものとする。

　（2）特定病床の病院開設等
　　①　事前相談
　　　 　計画者から所管保健所に特定病床の特例の適用を受けて病床過剰医療圏等における病院開設

等を行おうとする計画（以下「特定病床計画」という。）の相談があった場合は、所管保健所は、
計画者に、病院開設等所在地の地区医師会など地域の関係団体とその計画内容について協議す
るよう指導するとともに、第4及び第6に掲げる基準を満たしているか確認した上で、医療福祉
計画課に取扱いについて協議するものとする。

　　②　厚生労働省への事前相談
　　　 　医療福祉計画課は、特定病床の特例の適用の可能性があると認められる計画について、厚生

労働省へ事前相談を行うものとする。
　　③　特定病床計画書の提出
　　　 　医療福祉計画課は、②の厚生労働省への事前相談の結果を所管保健所に連絡するものとし、

特定病床の特例の適用の可能性があると認められた計画について、所管保健所は、計画者に対
して特定病床計画書（様式2）（略）を正本1部・副本1部提出させ、基幹的保健所へ副本を送付
するとともに、計画書の写しを医療福祉計画課に送付するものとする。

　　④　推進委員会の意見
　　　 　所管保健所（基幹的保健所）は、提出のあった特定病床計画について、推進委員会の意見を

聴き、計画書副本にその意見を付し医療福祉計画課へ送付するものとする。
　　⑤　医療審議会の意見
　　　 　医療福祉計画課は、提出のあった特定病床計画について、推進委員会の意見を付して医療審

議会の意見を聴くものとする。
　　⑥　厚生労働大臣との協議
　　　 　医療福祉計画課は、⑤の医療審議会の意見を踏まえ、医療法施行令第5条の4第2項に基づく

厚生労働大臣協議を行うものとする。
　　⑦　保健所等への通知等
　　　 　医療福祉計画課は、⑥の厚生労働大臣との協議等を踏まえ、当該計画の適否について、基幹

的保健所及び所管保健所に通知するものとし、所管保健所はモの内容を計画者に通知するもの
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とする。また、所管保健所（基幹的保健所）は、医療福祉計画課から通知があった計画につい
て推進委員会及び圏域保健医療福祉推進会議に報告するものとする。

  2  　所管保健所は、前項の取扱いの各過程において当該計画が不適当であるとされた場合には、計
画者に対して、当該計画の見直し、取り下げ等を行うよう指導するものとする。なお、上記指導に
もかかわらず、計画者から病院開設等の許可申請書が提出された場合は受理することとし、医療審
議会の意見を聴いて医療法第30条の11に基づく勧告又は医療法第7条の2に基づく不許可処分を行う
こととする。

（審査基準）
第 4 　所管保健所は、次の基準を満たさないものに対しては、計画を自粛するよう指導する。ただし、

診療所の病床については、この基準のうち第2号及び第3号は適用しない。
　① 　工事を必要とする場合、原則として許可後1年以内に確実に着工できる見込みがあること。なお、

特に、資金計画において無理がない計画であることを確認すること。
　② 　開設許可病床に対する病床利用率が原則として80％以上であること。ただし、特定病床計画に

あっては、増床によらなければ目的の病床整備が図られないことを確認すること。
　③ 　医師、歯科医師及び看護師について医療法の標準数を満たしており、かつ、増床に対応して確

実に充足する見込みがあること。
　④ 　計画者が既に病院等を開設している場合は、直近の医療監視員による立ち入り検査において指

摘された不適合事項が改善されていること。
　⑤　地域医療構想の推進に反していないこと。

（医療型障害児入所施設等の指導基準）
第 5　 医療型障害児入所施設等の計画にあっては、第4に定める審査基準を満たすとともに、児童福祉

施設の設備運営に関する基準（昭和23年12月29日厚生省令第63号）及び障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準

（平成18年9月29日厚生労働省令第174号）を満たしている（見込みである）ことを確認する。
（特定病床の指導基準）
第 6　 特定病床計画にあっては、第4に定める審査基準を満たすとともに、医療法施行規則第30条の32

の2第1項各号及び平成24年3月30日付け医政発0330第28号厚生労働省医政局長通知、平成10年7月24
日付け指第43号同局指導課長通知により指導する。

（適用除外）
第 7　 次に掲げる場合は、原則としてこの要領の対象としないものとする。ただし、事前に医療福祉

計画課と協議すること。
　① 　病院又は診療所の開設者に変更があった場合であっても、その前後で病床の種別ごとの病床数

が増加されないとき。
　② 　病院又は診療所が移転する合（開設者が同じである病院相互において病床が移動する場合を含

むものとする。）であっても、その前後で、その病院が存在する2次医療圈内の療養病床及び一般
病床の総数並びに県内の精神病床、感染症病床及び結核病床の数が増加されないとき。

　③ 　病院を開設している者がその病院を廃止し、当該病院を開設していた場所において診療所の病
床を設置する場合であっても、その診療所が存在する2次医療圈内の療養病床及び一般病床の総
数が増加されないとき。

（許可後の指導）
第 8 　病院開設等が許可された医療法施行規則第30条の33第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に規定

する病床及び特定病床については、当該病床が許可された趣旨に沿って使用されていることを医療
法第27条の施設検査及びその後の医療監視員による立ち入り検査等の機会、あるいは医療福祉計画
課が行う既存病床数調査等において確認し、適切でない運用をされている場合には、厳格に指導す
るものとする。

（その他）
第 9 　豊橋市、岡崎市及び豊田市における所管保健所は、それぞれ豊橋市保健所、岡崎市保健所及び
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豊田市保健所とする。
  2　 名古屋市については、医療福祉計画課が所管保健所及び基幹的保健所の役割を担うものとする。
  3 　 西三河北部医療圏については衣浦東部保健所、西三河南部東医療圏については西尾保健所が基

幹的保健所の役割を担うものとする。
（附則）
　この要領は、平成11年4月1口から施行する。
　（略）

（附則）
　この要領は、平成29年4月3日から施行する。

「予防接種による間違い報告」などについて
・事務連絡　平成29年4月7日　愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課（担当　感染症グループ　

052-954-6272）
・事務連絡　平成29年3月30日　厚生労働省健康局健康課
　これまで「予防接種による事故報告」について、定期接種実施要領にもとづき、件数のみを別添様
式1（略）にて翌年4月30日までに厚生労働省健康局健康課に報告していただいておりましたが、平成
29年度以降の間違い報告は「予防接種による間違い報告」として、別添様式2（略）についてもあわ
せて御報告をいただくよう実施要領を改正する予定ですので、あらかじめ御承知おき下さい。
※平成29年4月30日までに厚生労働省に報告いただく、平成28年度の報告については、従来通り「件数」
のみとさせていただきます。
　なお、参考情報として、予防接種による間違いを防ぐために、今後の予防接種の実施に当たって接
種医が確認すべきポイントを以下のとおりまとめましたので、接種医に対しては、実施要領を改めて
確認すること、また、以下のポイントを周知するとともに、医師会と連携し、今後の予防接種の適切
な実施に向け引き続き取り組みを進めていただくようお願いいたします。
　さらに、これまでに多くいただいた間違い報告などについての事例と、「予防接種による間違いを
防ぐために」のリンクについても参考としてあわせてお知らせいたします。

◎　予防接種の実施にあたって確認すべきボイント
　【参考1:ワクチン接種前の8つの確認】
　　1. 被接種者は本来接種すべき本人か。（兄弟ではないか）
　　2. 被接種者は何歳何か月か?
　　3. 今日接種予定のワクチンは何か?
　　4. 前回ワクチンを接種したのはいつか?
　　5. 前回接種したワクチンは何か?
　　6. 前回接種したワクチンと今日接種するワクチンの接種間隔は間違っていないか?
　　7. 接種するワクチンの有効期限は確認したか?
　　8. 今日接種するワクチンの接種量は正しいか?
　【参考2:間違いとして多く報告される事例など】
　　1. B型肝炎ワクチンの定期接種で、 0.25mL/回のところ、 0.5m L/回接種してしまった。
　　2.  日本脳炎ワクチンの定期接種で、3歳未満は0.25mL/回のところ、3歳以上の接種量である0.5mL/

回を接種してしまった。
　　3. 第2期のDT トキソイドで、 0.1mL/回のところ、 0.5mL//回接種してしまった。
　　4.  DPT-IPV ワクチンの初回接種は20日以上あけて3 回接種するところ、1週間間隔で 3回接種し

てしまった。
　　5.  接種後の注射針（管針）にリキャップをしてしまい、再度同じ注射針（管針）を使って接種し

てしまった。
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　　6.  BCG ワクチンの管針のキャップをはずさずに使用した（皮膚にBCG液を塗り広げてしまった
だけで、接種できていない。）。

　　7. BCG ワクチンは管針で2か所接種するところ、1か所しか接種しなかった。
　　8.  MRワクチン、水痘ワクチンを溶解液で溶かした後、室温でしばらく置いてから接種したため、

免疫の獲得が悪かった。
　　9. 複数のワクチンを一つの注射器に引いて接種してしまった。
　  10.  13価結合型肺炎球菌ワクチン（小児の定期接種で使用）と、23価莢膜多糖体肺炎球菌ワクチン

（高齢者の定期接種で使用）を間違えて接種してしまった。
　  11.  BCGワクチン接種後に、ツバの側面でワクチンを塗り広げるところ、針の部分で塗り広げてし

まったため、皮膚に擦過創ができた。
　  12. 乾燥弱毒生ワクチンを接種する際に、添付されていた溶解液（注射用水）の方を注射してしまった。
　  13.昨シーズンのインフルエンザワクチンが冷蔵庫に残っていて、それを接種してしまつた。

フォロデシン塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について（通知）
・29医安第242号　平成29年4月11日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課監視グルー

プ　052-954-6344、薬事グループ　052-954-6303、生産グループ　052-954-6304）
・薬生薬審発0330第1号　平成29年3月30日　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
　フォロデシン塩酸塩製剤（販売名：ムンデシンカプセル 100㎎。以下「本剤」という。）については、
本日、「再発又は難治性の末梢性 T細胞リンパ腫」を効能又は効果として承認したところですが、国
内での治験症例も極めて限られており、感染症、血液毒性、エプスタイン・バーウィルス関連悪性リ
ンパ腫を含む二次性悪性腫傷等の重篤な副作用の発現頻度が高いことが懸念されることからその使用
に当たっては、特に下記の点について留意されるよう、貴管下の医療機関及び薬局に対する周知をお
願いします。

記
1. 本剤の適正使用について
　（1 ）本剤については、承認に際し、製造販売業者による全症例を対象とした使用成績調査をその条

件として付したこと。
　　【承認条件】
　　1. 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
　　2.  国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販売後、一定数の症例に係るデータが

集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することにより、本剤使用患者の
背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、本剤
の適正使用に必要な措置を講じること。

　（2 ）本剤の警告、効能又は効果、用法及び用量並びに重大な副作用は以下のとおりであるので、
　　 　特段の留意をお願いすること。なお、その他の使用上の注意については、添付文書を参照され

たいこと。
　　【警告】
　　 本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血器悪性腫癌の治療に対して十分な知識

と経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ投与すること。ま
た、本剤による治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意
を得てから投与を開始すること。

　　【効能・効果】
　　再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫
　　　＜効能・効果に関連する使用上の注意＞
　　　（1 ）本剤投与の適応となる疾患の診断は、病理診断に十分な経験を持つ医師又は施設により行

うこと。
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　　　（2 ）臨床試験に組み入れられた患者の病理組織型等について、【臨床成績】の項の内容を熟知し、
本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。

　　【用法・用量】
　　 通常、成人にはフォロデシンとして 1 回 300㎎を 1日 2 回経口投与する。なお、患者の状態によ

り適宜減量する。
　　　＜用法・用量に関連する使用上の注意＞
　　　（1 ）他の抗悪性腫傷剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
　　　（2 ）腎機能障害患者では、本剤の血中濃度が上昇することが報告されているため、本剤の減量

を考慮するとともに、患者の状態をより慎重に観察し、有害事象の発現に十分注意すること。
　　　　（「慎重投与」及び【薬物動態】の項参照）
　　　（3 ）本剤の投与により副作用が発現した場合には、以下の基準を目安に、本剤の休薬等を考慮

すること。
　　　＜本剤の休薬・減量・中止の基準＞

副作用＊ 処置

Grade　3　以上の非血液毒
性 Grade 4　の好中球減少
及び血小板減少

・副作用が回復するまで休薬し,再開する場合には本剤の減量を
考慮する。なお,減量後に再度増量はしないこと。

・減量しても投与再開後に左記の副作用が発現した場合には本
剤の投与を中止する。

　　　＊GradeはNCⅠ―CTCAE　v4.0
　　【重大な副作用】
　　　1） 感染症：帯状萢疹（14.6％）、サイトメガロウィルス感染（10.4％）、肺炎（8.3％）、ニュー

モシスチス・イロベチイ肺炎（2.1％）、帯状疱疹性髄膜炎（2.1％）等の感染症があらわれる
ことがある。また、B 型肝炎ウィルス等の再活性化があらわれることがあるので、患者の
状態を十分に観察し、異常が認められた場合には、本剤の休薬、減量又は投与中止等の適
切な処置を行うこと。

　　　2） 骨髄抑制：リンパ球減少（97.9％）、白血球減少（60.4％）、貧血（35.4％）、好中球減少（33.3％）、
血小板数減少（14.6％）等の骨髄抑制があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観
察し、異常が認められた場合には、本剤の休薬、減量又は、投与中止等の適切な処置を行
うこと。

　　　3） エプスタイン・バーウイルス（EBV）関連悪性リンパ腫： EBV 関連悪性リンパ腫（8.3％）
があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には、
本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2. 医療機関における適正使用に関する周知事項について
　本剤については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年
法律第 145 号）第79条に基づき、承認取得者である製造販売業者に対し、「製造販売後、一定数の症
例に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施する」よう義務付けた
ので、その調査の実施にご協力願いたいこと。

医療事故の再発防止に向けた提言第1号の公表について
・29医務第146号　平成29年4月12日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医務課医療指導グルー

プ　052-954-6275）
・医政総発0405第1号　平成29年4月5日　厚生労働省医政局総務課長
　医療事故調査制度につきましては、平成27年10月から、医療事故が発生した医療機関において院内
調査を行い、医療事故調査・支援センターにおいて、その調査報告を収集し整理・分析することで医
療事故の再発防止につなげ、医療の安全を確保することを目的として実施されております。
　また、医療事故調査・支援センターは再発の防止に関する普及啓発を行うこととされており、今般、
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医療事故の再発防止に向けた提言第1号として、中心静脈穿刺合併症に係る死亡の分析－第1報－（以
下「提言書」という。）が公表されましたのでお知らせいたします。
　なお、同日に医療事故調査・支援センター事業報告年報（以下「年報」という。）も公表されました
ので併せて周知をお願いいたします。
　※医療事故調査・支援センターホームページ
　　https://www.medsafe.or.jp/modules/advocacy/

新医薬品等の再審査結果　平成28年度（その4）について（通知）
・29医安第245号　平成29年4月13日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　医薬安全課生産グルー

プ　052-954-6304、 監視グループ　052-954-6344）
・薬生薬審発0330第8号　平成29年3月30日　厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
　今般、別表の46品目について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律第14条の4第3項の規定する再審査が終了し、結果は別表のとおりであるので関係各方面に対し周知
方お願いします。

（別表）
1.  再審査が終了した新医薬品等の取扱いについて（昭和61年1月29日薬発第82号薬務局長通知）の別
記1の3に該当する医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第
14条第2項第3号イからハのいずれにも該当しない。）
番号 販売名 申請者名 一般名又は有効成分名 承認年月日
1 アレロック顆粒0.5％ 協和発酵キリン㈱ オロバタジン塩酸塩 平成23年7月1日
2 インフルエンザHAワクチン

「北里第一三共」1mL
北里第一三共ワクチン㈱ インフルエンザHAワクチン 平成23年8月8日

3 インフルエンザHAワクチン
「北里第一三共」10mL

北里第一三共ワクチン㈱ インフルエンザHAワクチン 平成23年8月8日

4 インフルエンザHAワクチン
「北里第一三共」シリンジ
0.5mL

北里第一三共ワクチン㈱ インフルエンザHAワクチン 平成23年8月8日

5 インフルエンザHAワクチン
「北里第一三共」シリンジ
0.25mL

北里第一三共ワクチン㈱ インフルエンザHAワクチン 平成25年5月1日

6 「ビケンHA」 （一財）阪大微生物病研究会 インフルエンザHAワクチン 平成23年8月8日
7 フルービックHA （一財）阪大微生物病研究会 インフルエンザHAワクチン 平成23年8月8日
8 フルービックHAシリンジ （一財）阪大微生物病研究会 インフルエンザHAワクチン 平成23年8月8日
9 インフルエンザHAワクチン

「生研」
デンカ生研㈱ インフルエンザHAワクチン 平成23年8月8日

10 Flu-シリンジ「生研」 デンカ生研㈱ インフルエンザHAワクチン 平成23年8月8日
11 エカード配合錠LD 武田薬品工業㈱ カンデサルタンシレキセチ

ル/ヒドロクロロチアシド
平成21年1月21日

12 エカード配合錠HD 武田薬品工業㈱ カンデサルタンシレキセチ
ル/ヒドロクロロチアシド

平成21年1月21日

13 EOB・プリモビスト注シリンジ バイエル薬品㈱ ガドキセト酸ナトリウム 平成19年10月19日
14 エンブレル皮下注用25mg ファイザー㈱ エタネルセプト（遺伝子組換え）平成21年7月7日
15 エンブレル皮下注用10mg ファイザー㈱ エタネルセプト（遺伝子組換え）平成21年7月7日
16 アレディア点滴静注用15㎎ ノバルティスファーマ㈱ バミドロン酸ニナトリウム 平成16年11月29日
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17 アレディア点滴静注用30㎎ ノバルティスファーマ㈱ バミドロン酸ニナトリウム 平成16年11月29日
18 オゼックス細粒小児用15％ 富山化学工業㈱ トスフロキサシントシル酸

塩水和物
平成21年10月16日

19 ジェニナック錠200㎎ 富山化学工業㈱ メシル酸ガレノキサシン水和物 平成19年7月31日
20 ベセルナクリーム5％ 持田製薬㈱ イミキモド 平成19年7月31日
21 ガバペン錠200㎎ ファイザー㈱ ガバベンチン 平成18年7月26日
22 ガバペン錠300㎎ ファイザー㈱ ガバベンチン 平成18年7月26日
23 ガバペン錠400㎎ ファイザー㈱ ガバベンチン 平成18年7月26日
24 ガバペン錠200㎎ ファイザー㈱ ガバベンチン 平成18年7月1日
25 ガバペン錠300㎎ ファイザー㈱ ガバベンチン 平成18年7月1日
26 ガバペン錠400㎎ ファイザー㈱ ガバベンチン 平成18年7月1日
27 ガバペンシロップ5％ ファイザー㈱ ガバベンチン 平成18年7月1日
28 コディオ配合錠EX ノバルティスファーマ㈱ バリサンタン/ヒドロクロロ

チアジド
平成21年1月21日

29 コディオ配合錠MD ノバルティスファーマ㈱ バリサンタン/ヒドロクロロ
チアジド

平成21年1月21日

30 ゴナールエフ皮下注用75 メルクセローノ㈱ ホリトロピンアルファ（遺伝
子組換え）

平成21年7月7日

31 ゴナールエフ皮下注用150 メルクセローノ㈱ ホリトロピンアルファ（遺伝
子組換え）

平成23年5月20日

32 ゴナールエフ皮下注ペン300 メルクセローノ㈱ ホリトロピンアルファ（遺伝
子組換え）

平成21年7月7日

33 ゴナールエフ皮下注ペン450 メルクセローノ㈱ ホリトロピンアルファ（遺伝
子組換え）

平成21年7月7日

34 ゴナールエフ皮下注ペン900 メルクセローノ㈱ ホリトロピンアルファ（遺伝
子組換え）

平成21年7月7日

35 シアリス錠5㎎ 日本イーライリリー㈱ タダラフィル 平成19年7月31日
36 シアリス錠10㎎ 日本イーライリリー㈱ タダラフィル 平成19年7月31日
37 シアリス錠20㎎ 日本イーライリリー㈱ タダラフィル 平成19年7月31日
38 ソニアス配合錠LD 武田薬品工業㈱ ピオグリタゾン塩酸塩/グ

リメピリド
平成23年1月21日

39 ソニアス配合錠HD 武田薬品工業㈱ ピオグリタゾン塩酸塩/グ
リメピリド

平成23年1月21日

40 メタクト配合錠LD 武田薬品工業㈱ ピオグリタゾン塩酸塩/メト
ホルミン塩酸塩

平成22年4月16日

41 メタクト配合錠HD 武田薬品工業㈱ ピオグリタゾン塩酸塩/メト
ホルミン塩酸塩

平成22年4月16日

42 ベイスン錠0.2 武田テバ薬品㈱ ボグリボース 平成21年10月16日
43 ベイスンOD錠0.2 武田テバ薬品㈱ ボグリボース 平成21年10月16日
44 プログラフカプセル0.5㎎ アステラス製薬㈱ タクロリムス水和物 平成21年7月7日
45 プログラフカプセル1㎎ アステラス製薬㈱ タクロリムス水和物 平成21年7月7日
46 プログラフカプセル5㎎ アステラス製薬㈱ タクロリムス水和物 平成21年7月7日

番号21～23：「成人に対する効能・効果及び用法・用量」に関する事項についての再審査。
番号24～26：「小児に対する用法・用量」に関する事項についての再審査。
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会報（愛知県病院協会）  第274号　平成29年5月 53

「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の改正について（通知）
・29健対第62号　平成29年4月5日　愛知県健康福祉部保健医療局長（担当　健康対策課難病医療給付

グループ　052-954-6270）
・健発0331第5号　平成29年3月31日　厚生労働省健康局長
　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号。以下「法」という。）第5条第1項
に規定する指定難病及び当該指定難病について法第7条第1項第1号に基づき厚生労働大臣が定める病
状の程度（以下「重症度分類等」という。）にっいては、「難病の患者に対する医療等に関する法律第
5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第7条第1項第1号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める病状の程度」（平成26年厚生労働省令第393号）において定めており、当該告示
で定める指定難病の診断に関する客観的な指標による一定の基準（法第6条1項に規定する基準をいう。
以下「診断基準」という。）及び重症度分類等の具体的な内容については、「指定難病に係る診断基準
及び重症度分類等について」（平成26年11月12日付け健発1112第1号厚生労働省健康局長通知。以下「局
長通知」という。）において示している。
　今般、「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定す
る指定難病及び同法第7条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度の一部を改正
する件」（平成29年厚生労働省告示第124号）による指定難病の追加等に伴い、局長通知を別紙1（略）
のとおり改正し、平成29年4月1日から適用することとしたので通知する。
　また、改正の概要は別紙2（略）のとおりであるので、御了知いただきたい。
　貴職におかれては御了知のうえ、貴管内関係者及び関係団体に対する周知方につき配慮されたい。

　※診断基準及び重症度分類等は厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
　　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000085261.html
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Ჶᘙኡਫ਼᠍˟ՃኰʼᲸ         
 
ᲤᲤᲤ医療ඥʴޥ屋˟ᲤᲤᲤ 

ᘙኡのᚨ名 ޥ屋病院 

ྸʙᧈ ݱஔᨙ 

病院ᧈ ݱஔᨙ 

在地 Ƅ440�0842 ᝅޥࠊ屋ထޥ܌屋下 39 ဪ地の 1 

+3 ǢȉȬス KWWS���LZD\D�KoVSLWDO�oUJ� 

ᩓᛅဪӭ 0532��1�7100 

)$; ဪӭ 0532��3�4110 

ᚮ療ᅹႸ ችᅕᅹ 

その他の 
ඥʴᚨ名 ǰȫーȗțームȩșȳȀー、ᚧ問ჃᜱスȆーǷȧȳǯȭーȐー 

ƻとᚕ 35 地域にかれた病院として、医療・ʼᜱ・ᅦᅍの連携をขめ、地域医療のΪ実に

ѐめます。 
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Ჶዻᨼ後ᚡᲸ 

 
が始まり、あっという᧓にǴーȫȇȳǦǣーǯもᢅƗӊっていった。ૼዯがまƿしいɟဪࡇ࠰ૼ 

ᢅƝしやすいܓራの中、4 உにλᎰしたૼʴᎰՃᢋがዬ張ज़をわせながらも᪴張っているۋが

И々しい。 
 。をᡇえる৵のᅔᠴなどの中でǑくにしたᚕᓶがあるࡇ࠰ૼ 
ƀ4 ƭのǬǯȪȧǯžǷǬǯſのススȡƁである。ᅈ˟でဃƖて行くໝに必要なщをਦしている。 
 
 ɟƭႸのǬǯȪȧǯはžܖщſである。ӈしいᅈ˟でဃƖていくには多くのჷᜤが必要であり、

 。い分のჷᜤをᝥഒにԈӓするщが必要である࠼
 ʚƭႸのǬǯȪȧǯはž᫇щſである。᫇の後ろにあるЭ᪽ᓶのʙをਦし、࣬いやりをƭかƞど

るというॖԛをਤƭ。ԗりのʴ々に˴がឪƖているかをज़にǭȣȃȁし、ൢਤƪをॾるщが必要

である。 
 ɤƭႸのǬǯȪȧǯはž᫈щſである。ǢǴとはǳȟȥニǱーǷȧȳをဃǈ出すžӝᲢくƪᲣſ

そのものをਦしている。ᛗ࣎ᛗॖ、真剣にॖᙸをʩ換し合うщが必要である。ȡーȫや /,N( を多

ဇしがƪな現ˊの中で、ɟ૾的なǳȟȥニǱーǷȧȳではなくžݣᛅſするщが求められる。 
 ׄƭႸのǬǯȪȧǯはžಏщſである。どǜなˁʙでもそれをಏしいと࣬うかᒊしいと࣬うかで

ኽௐがᢌってくる。いかにಏしくžಏſにˁʙをするか考えるщも必要となる。 
 ૼλᎰՃのǈでなく、ӈしいᒰඬをʈりឭえていかƟるをࢽないᅈ˟ʴμՃがᦀえてƓくべƖщ

のǑうにज़ơる。 
 

 医療မも 30 にӼけてᒰඬがし݃せるとʖยƞれる。ƀ4ܭᣛોإのᚮ療ࡇ࠰ ƭのǬǯȪ

ȧǯƁをᬝ̅してʈりឭえていƖたいものである。ཎにžಏщſはᩊしいが、構築したȍȃȈȯー

ǯをٻいにဇして、ႏでЭӼƖにӕりኵǜでいƖたいと࣎から࣬う。 
Ტ0�.�Უ 
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